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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の行および複数の列を有するマトリクス状に配列された複数の画素を有する表示装
置に用いられるカラーフィルタ基板であって、
　前記カラーフィルタ基板は、透明基板と前記透明基板上に設けられた複数の着色層とを
備え、
　前記複数の着色層は、第１カラーフィルタ層、第２カラーフィルタ層、および遮光層を
含み、
　前記第１カラーフィルタ層および前記第２カラーフィルタ層は、前記画素の列に対応し
て配置された第１カラーフィルタ列および第２カラーフィルタ列を含み、
　前記遮光層は、隣接する画素列の間隙に対応して配置された遮光列を含み、
　行方向に隣接する画素の間隙に対応する領域に、前記遮光列と前記第１カラーフィルタ
列または前記第２カラーフィルタ列とが互いに重なる列間重畳領域が形成されているとと
もに、前記遮光列と、前記第１カラーフィルタ列および前記第２カラーフィルタ列の双方
とが重ならない列間非重畳領域が形成されており、前記列間非重畳領域は、前記隣接する
画素の前記間隙の行方向に連続するように配置されており、
　前記遮光列は、前記列間非重畳領域に少なくとも１つの凹部を有する、カラーフィルタ
基板。
【請求項２】
　前記第１カラーフィルタ列、前記遮光列、および前記第２カラーフィルタ列のそれぞれ
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は、それぞれの行方向の幅を規定する第１辺と第２辺とを有し、
　前記第１カラーフィルタ列、前記遮光列、または前記第２カラーフィルタ列の前記第１
辺から前記第２辺に向かう行方向に平行な方向を＋ｘ方向としたとき、前記第１カラーフ
ィルタ列、前記遮光列、および前記第２カラーフィルタ列は、＋ｘ方向に順次形成され、
　前記遮光列の前記第１辺は、前記列間非重畳領域に、前記遮光列の前記第１辺から前記
第２辺に向かう行方向にくびれた少なくとも１つの第１凹部を有し、
　前記遮光列の前記第２辺は、前記列間非重畳領域に、前記遮光列の前記第２辺から前記
第１辺に向かう行方向にくびれた少なくとも１つの第２凹部を有する、請求項１に記載の
カラーフィルタ基板。
【請求項３】
　前記遮光列に設けられた前記第１凹部と前記第２凹部とは連結されている、請求項２に
記載のカラーフィルタ基板。
【請求項４】
　前記第１カラーフィルタ列および前記第２カラーフィルタ列は、それぞれ、前記列間非
重畳領域に少なくとも１つの凹部を有する、請求項１に記載のカラーフィルタ基板。
【請求項５】
　前記遮光列、前記第１カラーフィルタ列、および前記第２カラーフィルタ列のそれぞれ
は、それぞれの行方向の幅を規定する第１辺と第２辺とを有し、
　前記第１カラーフィルタ列、前記遮光列、および前記第２カラーフィルタ列のそれぞれ
の前記第１辺から前記第２辺に向かう行方向に平行な方向を＋ｘ方向としたとき、前記第
１カラーフィルタ列、前記遮光列、および前記第２カラーフィルタ列は、＋ｘ方向に順次
形成され、
　前記第２カラーフィルタ列の前記第１辺は、前記列間非重畳領域に、前記第２カラーフ
ィルタ列の前記第１辺から前記第２辺に向かう行方向にくびれた少なくとも１つの第１凹
部を有し、
　前記第１カラーフィルタ列の前記第２辺は、前記列間非重畳領域に、前記第１カラーフ
ィルタ列の前記第２辺から前記第１辺に向かう行方向にくびれた少なくとも１つの第２凹
部を有する、請求項４に記載のカラーフィルタ基板。
【請求項６】
　前記第２カラーフィルタ列に設けられた前記第１凹部は、前記遮光列を介して前記第１
カラーフィルタ列に設けられた前記第２凹部と対向する位置に配置されている、請求項５
に記載のカラーフィルタ基板。
【請求項７】
　前記遮光列に加え、前記第１カラーフィルタ列、および前記第２カラーフィルタ列も、
それぞれ、前記列間非重畳領域に少なくとも１つの凹部を有する、請求項１に記載のカラ
ーフィルタ基板。
【請求項８】
　前記遮光列、前記第１カラーフィルタ列、および前記第２カラーフィルタ列のそれぞれ
は、それぞれの行方向の幅を規定する第１辺と第２辺とを有し、
　前記第１カラーフィルタ列、前記遮光列、および前記第２カラーフィルタ列のそれぞれ
の前記第１辺から前記第２辺に向かう行方向に平行な方向を＋ｘ方向としたとき、前記第
１カラーフィルタ列、前記遮光列、および前記第２カラーフィルタ列は、＋ｘ方向に順次
形成され、
　前記遮光列の前記第１辺は、前記列間非重畳領域に、前記遮光列の前記第１辺から前記
第２辺に向かう行方向にくびれた少なくとも１つの第１凹部を有し、
　前記遮光列の前記第２辺は、前記列間非重畳領域に、前記遮光列の前記第２辺から前記
第１辺に向かう行方向にくびれた少なくとも１つの第２凹部を有し、
　前記第２カラーフィルタ列の前記第１辺は、前記列間非重畳領域に、前記第２カラーフ
ィルタ列の前記第１辺から前記第２辺に向かう行方向にくびれた少なくとも１つの第１凹
部を有し、
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　前記第１カラーフィルタ列の前記第２辺は、前記列間非重畳領域に、前記第１カラーフ
ィルタ列の前記第２辺から前記第１辺に向かう行方向にくびれた少なくとも１つの第２凹
部を有する、請求項７に記載のカラーフィルタ基板。
【請求項９】
　前記遮光列に設けられた前記第１凹部と前記第２凹部とは連結されている、請求項８に
記載のカラーフィルタ基板。
【請求項１０】
　前記第２カラーフィルタ列に設けられた前記第１凹部と前記第１カラーフィルタ列に設
けられた前記第２凹部とは、前記遮光列に設けられた前記第１凹部と前記第２凹部とを介
して連結されている、請求項９に記載のカラーフィルタ基板。
【請求項１１】
　前記列間非重畳領域は、表示媒体層を挟んで前記カラーフィルタ基板と対向するように
配置されるアクティブマトリクス基板上のデータ信号用配線に対向するように配置されて
いる、請求項１から１０のいずれかに記載のカラーフィルタ基板。
【請求項１２】
　前記データ信号用配線は、複数の支線と、前記複数の支線を連結する導通部分とを含み
、前記導通部分に対応するように前記列間非重畳領域が形成されている、請求項１１に記
載のカラーフィルタ基板。
【請求項１３】
　前記列間非重畳領域は、前記アクティブマトリクス基板上の補助容量配線に対向するよ
うに配置されている、請求項１から１２のいずれかに記載のカラーフィルタ基板。
【請求項１４】
　複数の行および複数の列を有するマトリクス状に配列された複数の画素を有する表示装
置に用いられるカラーフィルタ基板であって、
　前記カラーフィルタ基板は、透明基板と前記透明基板上に設けられた複数の着色層とを
備え、
　前記複数の着色層は、第１カラーフィルタ層、第２カラーフィルタ層、および遮光層を
含み、
　前記第１カラーフィルタ層および前記第２カラーフィルタ層は、前記画素の列に対応し
て配置された第１カラーフィルタ列および第２カラーフィルタ列を含み、
　前記遮光層は、隣接する画素行の間隙に対応して配置された遮光行を含み、
　列方向に隣接する画素の間隙に対応する領域に、前記遮光行と前記第１カラーフィルタ
列または前記第２カラーフィルタ列とが互いに重なる行間重畳領域が形成されているとと
もに、前記遮光行と、前記第１カラーフィルタ列および前記第２カラーフィルタ列の双方
とが重ならない行間非重畳領域が形成されており、前記行間非重畳領域は、前記隣接する
画素の前記間隙の列方向に連続するように配置されており、
　前記遮光行は、前記行間非重畳領域に少なくとも１つの凹部を有する、カラーフィルタ
基板。
【請求項１５】
　前記遮光行、前記第１カラーフィルタ列、および前記第２カラーフィルタ列のそれぞれ
は、それぞれの行方向の幅を規定する第１辺と第２辺とを有し、
　前記第１カラーフィルタ列、前記遮光行、および前記第２カラーフィルタ列のそれぞれ
の前記第１辺から前記第２辺に向かう行方向に平行な方向を＋ｘ方向としたとき、前記第
１カラーフィルタ列、前記遮光行、および前記第２カラーフィルタ列は、＋ｘ方向に順次
形成され、
　前記第１カラーフィルタ列および前記第２カラーフィルタ列は、それぞれ、前記画素の
それぞれに対応して配置された複数のカラーフィルタ部を含み、
　前記複数のカラーフィルタ部は、列方向に隣接する画素の間隙を介して、第１カラーフ
ィルタ部と第２カラーフィルタ部とを含み、
　前記第１カラーフィルタ部、前記遮光行、および前記第２カラーフィルタ部のそれぞれ
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は、それぞれの列方向の幅を規定する第３辺と第４辺とを有し、
　前記第１カラーフィルタ部、前記遮光行、または前記第２カラーフィルタ部の前記第３
辺から前記第４辺に向かう列方向に平行な方向を＋ｙ方向としたとき、前記第１カラーフ
ィルタ部、前記遮光行、および前記第２カラーフィルタ部は、＋ｙ方向に順次形成され、
　前記遮光行の前記第３辺は、前記行間非重畳領域に、前記遮光行の前記第３辺から前記
第４辺に向かう列方向にくびれた少なくとも１つの第３凹部を有し、
　前記遮光行の前記第４辺は、前記行間非重畳領域に、前記遮光行の前記第４辺から前記
第３辺に向かう列方向にくびれた少なくとも１つの第４凹部を有する、請求項１４に記載
のカラーフィルタ基板。
【請求項１６】
　前記遮光行に設けられた前記第３凹部と前記第４凹部とは連結されている、請求項１５
に記載のカラーフィルタ基板。
【請求項１７】
　前記第１カラーフィルタ列および前記第２カラーフィルタ列は、それぞれ、前記行間非
重畳領域に少なくとも１つの凹部を有する、請求項１４に記載のカラーフィルタ基板。
【請求項１８】
　前記表示装置は液晶表示装置であって、
　前記カラーフィルタ基板は、前記画素に対応する領域に液晶分子の配向を規制する突起
部をさらに有する、請求項１から１７のいずれかに記載のカラーフィルタ基板。
【請求項１９】
　請求項１から１８のいずれかに記載のカラーフィルタ基板と、前記カラーフィルタ基板
に対向して配置されているアクティブマトリクス基板と、前記カラーフィルタ基板と前記
アクティブマトリクス基板との間に配置された表示媒体層とを有する表示装置。
【請求項２０】
　前記表示装置は液晶表示装置であって、
　前記アクティブマトリクス基板は、画素電極を有し、前記画素電極はスリットをさらに
有する、請求項１９に記載の表示装置。
【請求項２１】
　前記スリットの延設方向に交差する短辺に対応する電気的接続部分は、前記遮光層また
は前記アクティブマトリクス基板に設けられた補助容量配線と重なるように配置されてい
る、請求項２０に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばカラー液晶表示装置などの表示装置に使用されるカラーフィルタ基板
等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、小型、薄型、低消費電力、および軽量という特徴を有するため、現在
、各種の電子機器に広く用いられている。特に、スイッチング素子を有するアクティブマ
トリクス型液晶表示装置は、パソコン等のＯＡ機器、テレビ等のＡＶ機器や携帯電話など
に広く採用されている。また、近年、液晶表示装置の大型化や、高精細化、画素有効面積
比率の向上（高開口率化）、広視野角化、または色純度向上などの品位向上が急速に進ん
でいる。
【０００３】
　近年、特に大型ＴＶなどに用いられる液晶表示装置には、応答速度の向上と視角特性の
改善（広視野角化技術）が強く求められている。しかしながら、従来のＴＮ（Twisted Ne
matic）型液晶表示装置やＳＴＮ（Super Twisted Nematic）型液晶表示装置は、視野角が
狭いという欠点を有しており、これらの欠点を解決するために様々な技術開発が行われて
いる。
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【０００４】
　その代表的な技術として、ＭＶＡ(Multi-domain Vertical Alignment)型液晶表示装置
がある（特許文献１などを参照）。ＭＶＡ型液晶表示装置には、基板表面に液晶分子のプ
レチルトを制御するための突起（配向制御用の突起）や、電極にスリット（開口部）が設
けられており、これらによって液晶分子の配向方向が分割される結果、視角特性が改善さ
れるとともに、液晶分子の応答速度も向上する。例えば、特許文献１の第５実施例には、
カラーフィルタ基板側の対向電極に複数の突起列を設け、カラーフィルタ基板と対向する
アクティブマトリクス基板側の画素電極に複数のスリットを設けたＭＶＡ型液晶表示装置
が開示されている。さらに、特許文献１では、画素電極と対向電極との双方にスリットを
設けた装置、あるいはこれらの双方に突起を設けた表示装置も提案されている。
【０００５】
　一方、液晶パネルを製造するためには、対向するアクティブマトリクス基板とカラーフ
ィルタ基板との間に液晶材料を注入する必要がある。具体的には、アクティブマトリクス
基板およびカラーフィルタ基板の両基板の内側周囲にシール樹脂を塗布してシール部を形
成した後、一定の隙間を介して両基板を貼り合わせ、この隙間（液晶セル）に液晶材料を
注入して封入する。液晶材料の注入方法としては、従来より、真空注入法が用いられてい
る。真空注入法では、まず、液晶セルを真空チャンバーに入れ、液晶セル内の空気を排除
して真空に保持した後、上記シール部の一部に形成された注入口を液晶材料が貯蔵された
容器の中に沈める。次いで、チャンバー内を常圧に戻し、大気圧によって液晶セル内に液
晶材料を浸透させた後、上記注入口を樹脂で封止する。しかしながら、真空注入法は、液
晶材料の注入に時間がかかるという問題点を抱え、この問題点は、特に大型ＴＶなどの大
型液晶パネルに適用した場合に一層顕著になる。
【０００６】
　このため、最近では、注入法に代わって滴下法が採用されている（特許文献２などを参
照）。滴下法は、対向する２枚の基板のうちいずれか一方の基板の表面にシール部を形成
し、その内部に液晶材料を滴下した後、この基板を他方の基板と貼り合わせ、シール部を
固化する方法である。滴下法によれば、セル化と液晶材料の封入を同時に行うことができ
るという利点がある。
【０００７】
　しかしながら、滴下法では、シール部に滴下する液晶材料の量を一定速度に制御するこ
とが困難なため、滴下量の過不足に伴って液晶セル内に気泡が残留する（残留気泡の発生
）という問題を抱えている。このような滴下法における残留気泡を防止する技術が、例え
ば、特許文献３及び４に提案されている。特許文献３には、液晶量の不足に起因して生じ
る残留気泡の発生を防止する目的で、滴下した液晶材料の量が基準値から外れたときは、
滴下した液晶材料を回収する方法が開示されている。また、特許文献４は、カラーフィル
タ基板を有する液晶表示装置において、カラーフィルタから発生するガス（吸着水など）
に起因して残留気泡が発生するという問題を解決するために、カラーフィルタ基板を加熱
処理して脱ガス処理した後、液晶を滴下する方法が開示されている。
【特許文献１】特開平１１－２４２２２５号公報
【特許文献２】特公平８－２０６２７号公報
【特許文献３】特開２００２－１０７７４０号公報
【特許文献４】特開平１１－１７４４７７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　前述した滴下法における残留気泡の発生は、ＭＶＡ型液晶表示装置において顕著に見ら
れる。例えば、前述した特許文献１のように画素電極に複数のスリットを設けた場合、ス
リット１１の延設方向（長辺方向）に交差する辺（短辺）の近傍（図７（ｂ）の１２ａ、
１２ｂ、１２ｃ、１２ｄ、１２ｅ、１２ｆに相当する。）には、異なる方向に配向される
液晶分子が存在するため、液晶分子の配向が乱れる「配向異常」が生じる。その結果、視
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角特性が低下するのみならず、パネルの表示輝度や応答速度も低下するという問題がある
。さらに、黒表示から白表示へ変化するときに、一旦、所定の白よりも明るくなって残像
として見えるという弊害もある。なお、スリットの短辺（端部）の近傍の電極部分は、ス
リットによって分割された部分電極を相互に接続するので、特許文献１にならって以下で
は、電気的接続部分と呼ぶことにする。
【０００９】
　そこで、特許文献１の第６実施例では、カラーフィルタ基板側の対向電極にジグザグに
屈曲された複数の突起列を設けるとともに、アクティブマトリクス基板側の画素電極に突
起列に応じてジグザグに屈曲させた複数のスリットを設けた構成において、上述の配向異
常が生じる部分を隠す目的で、図７（ｂ）に示すような周囲が閉じた開口部を有するブラ
ックマトリクス（以下、ＢＭと呼ぶ場合がある。）１４０を形成している。また、特許文
献１は、アクティブマトリクス基板に、画素電極の電位を安定化させるために設けられた
補助容量電極によって電気的接続部分１２ｅ、１２ｆを遮光することも開示している。
【００１０】
　ところが、このようなＢＭを用い、前述した滴下法によって液晶パネルを製造しようと
すると、ＢＭが障壁となり、滴下された液晶材料が液晶セル内に充分行き渡らないために
液晶材料の伸びが遅くなり、気泡が発生するという問題がある。
【００１１】
　上述した問題点は、周囲が閉じた開口部を有するＢＭを設けた液晶表示装置であれば同
様に見られ、ＭＶＡ型液晶表示装置、ＴＮ型液晶表示装置の種類を問わず、生じ得る。特
に、応答速度を高めるために液晶層の厚さを小さくすると、液晶材料の伸びはさらに遅く
なるため、気泡が一層発生しやすくなる。また、ＭＶＡ型液晶表示装置とＴＮ型液晶表示
装置とを比較すると、ＭＶＡ型液晶表示装置の方が気泡の発生は顕著に見られる。この理
由として、ＭＶＡ型液晶表示装置に用いられる液晶材料は、ＴＮ型液晶表示装置に用いら
れる液晶材料よりも粘度が高く、配向膜表面近傍の液晶材料の流動抵抗が大きい点、ＭＶ
Ａ型液晶表示装置は、液晶分子の配向を規制する突起部を有している点などがある。
【００１２】
　なお、前述した特許文献３および特許文献４の方法は、いずれも、開口部を有するＢＭ
の形成に伴って発生する残留気泡の発生を防止するために提案された技術ではないため、
これらの方法によっても上記問題点を克服することは困難である。
【００１３】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、滴下法などによって
液晶パネルを作製したときに見られる残留気泡の発生を有効に防止し得るカラーフィルタ
基板、および表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明のカラーフィルタ基板は、複数の行および複数の列を有するマトリクス状に配列
された複数の画素を有する表示装置に用いられるカラーフィルタ基板であって、前記カラ
ーフィルタ基板は、透明基板と前記透明基板上に設けられた複数の着色層とを備え、前記
複数の着色層は、第１カラーフィルタ層、第２カラーフィルタ層、および遮光層を含み、
前記第１カラーフィルタ層および前記第２カラーフィルタ層は、前記画素の列に対応して
配置された第１カラーフィルタ列および第２カラーフィルタ列を含み、前記遮光層は、隣
接する画素列の間隙に対応して配置された遮光列を含み、行方向に隣接する画素の間隙に
対応する領域に、前記遮光列と前記第１カラーフィルタ列または前記第２カラーフィルタ
列とが互いに重なる列間重畳領域が形成されているとともに、前記遮光列と、前記第１カ
ラーフィルタ列および前記第２カラーフィルタ列の双方とが重ならない列間非重畳領域が
形成されており、前記列間非重畳領域は、前記隣接する画素の前記間隙の行方向に連続す
るように配置されていることを特徴としている。
【００１５】
　ここで、「前記遮光列と前記第１カラーフィルタ列または前記第２カラーフィルタ列と
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が互いに重なる列間重畳領域」は、遮光列と第１カラーフィルタ列とが互いに重なってい
る領域、および遮光列と第２カラーフィルタ列とが互いに重なっている領域を含み、遮光
列が第１または第２カラーフィルタ列のいずれか一方とのみ重なる領域を指すのではなく
、遮光列と第１カラーフィルタ列と第２カラーフィルタ列とが重なっている「三層からな
る重畳領域」も含む。
【００１６】
　ある好ましい実施形態では、前記遮光列は、前記列間非重畳領域に少なくとも１つの凹
部を有する。
【００１７】
　ある好ましい実施形態では、前記第１カラーフィルタ列、前記遮光列、および前記第２
カラーフィルタ列のそれぞれは、それぞれの行方向の幅を規定する第１辺と第２辺とを有
し、前記第１カラーフィルタ列、前記遮光列、または前記第２カラーフィルタ列の前記第
１辺から前記第２辺に向かう行方向に平行な方向を＋ｘ方向としたとき、前記第１カラー
フィルタ列、前記遮光列、および前記第２カラーフィルタ列は、＋ｘ方向に順次形成され
、前記遮光列の前記第１辺は、前記列間非重畳領域に、前記遮光列の前記第１辺から前記
第２辺に向かう行方向にくびれた少なくとも１つの第１凹部を有し、前記遮光列の前記第
２辺は、前記列間非重畳領域に、前記遮光列の前記第２辺から前記第１辺に向かう行方向
にくびれた少なくとも１つの第２凹部を有する。
【００１８】
　ある好ましい実施形態では、前記遮光列に設けられた前記第１凹部は、前記遮光列に設
けられた前記第２凹部と対向する位置に配置されている。
【００１９】
　ある好ましい実施形態では、前記遮光列に設けられた前記第１凹部と前記第２凹部とは
連結されている。
【００２０】
　ある好ましい実施形態では、前記第１カラーフィルタ列および前記第２カラーフィルタ
列は、それぞれ、前記列間非重畳領域に少なくとも１つの凹部を有する。
【００２１】
　ある好ましい実施形態では、前記遮光列、前記第１カラーフィルタ列、および前記第２
カラーフィルタ列のそれぞれは、それぞれの行方向の幅を規定する第１辺と第２辺とを有
し、前記第１カラーフィルタ列、前記遮光列、および前記第２カラーフィルタ列のそれぞ
れの前記第１辺から前記第２辺に向かう行方向に平行な方向を＋ｘ方向としたとき、前記
第１カラーフィルタ列、前記遮光列、および前記第２カラーフィルタ列は、＋ｘ方向に順
次形成され、前記第２カラーフィルタ列の前記第１辺は、前記列間非重畳領域に、前記第
２カラーフィルタ列の前記第１辺から前記第２辺に向かう行方向にくびれた少なくとも１
つの第１凹部を有し、前記第１カラーフィルタ列の前記第２辺は、前記列間非重畳領域に
、前記第１カラーフィルタ列の前記第２辺から前記第１辺に向かう行方向にくびれた少な
くとも１つの第２凹部を有する。
【００２２】
　ある好ましい実施形態では、前記第２カラーフィルタ列に設けられた前記第１凹部は、
前記遮光列を介して前記第１カラーフィルタ列に設けられた前記第２凹部と対向する位置
に配置されている。
【００２３】
　ある好ましい実施形態では、前記遮光列、前記第１カラーフィルタ列、および前記第２
カラーフィルタ列は、それぞれ、前記列間非重畳領域に少なくとも１つの凹部を有する。
【００２４】
　ある好ましい実施形態では、前記遮光列、記第１カラーフィルタ列、および前記第２カ
ラーフィルタ列のそれぞれは、それぞれの行方向の幅を規定する第１辺と第２辺とを有し
、前記第１カラーフィルタ列、前記遮光列、および前記第２カラーフィルタ列のそれぞれ
の前記第１辺から前記第２辺に向かう行方向に平行な方向を＋ｘ方向としたとき、前記第
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１カラーフィルタ列、前記遮光列、および前記第２カラーフィルタ列は、＋ｘ方向に順次
形成され、前記遮光列の前記第１辺は、前記列間非重畳領域に、前記遮光列の前記第１辺
から前記第２辺に向かう行方向にくびれた少なくとも１つの第１凹部を有し、前記遮光列
の前記第２辺は、前記列間非重畳領域に、前記遮光列の前記第２辺から前記第１辺に向か
う行方向にくびれた少なくとも１つの第２凹部を有し、前記第２カラーフィルタ列の前記
第１辺は、前記列間非重畳領域に、前記第２カラーフィルタ列の前記第１辺から前記第２
辺に向かう行方向にくびれた少なくとも１つの第１凹部を有し、前記第１カラーフィルタ
列の前記第２辺は、前記列間非重畳領域に、前記第１カラーフィルタ列の前記第２辺から
前記第１辺に向かう行方向にくびれた少なくとも１つの第２凹部を有する。
【００２５】
　ある好ましい実施形態では、前記遮光列に設けられた前記第１凹部は、前記遮光列に設
けられた前記第２凹部と対向する位置に配置されている。
【００２６】
　ある好ましい実施形態では、前記遮光列に設けられた前記第１凹部と前記第２凹部とは
連結されている。
【００２７】
　ある好ましい実施形態では、前記第１カラーフィルタ列に設けられた前記第２凹部は、
前記第２カラーフィルタ列に設けられた前記第１凹部と対向する位置に配置されている。
【００２８】
　ある好ましい実施形態では、前記第２カラーフィルタ列に設けられた前記第１凹部と前
記第１カラーフィルタ列に設けられた前記第２凹部とは、前記遮光列に設けられた前記第
１凹部と前記第２凹部とを介して連結されている。
【００２９】
　ある好ましい実施形態では、前記列間非重畳領域は、表示媒体層を挟んで前記カラーフ
ィルタ基板と対向するように配置されるアクティブマトリクス基板上のデータ信号用配線
に対向するように配置されている。
【００３０】
　ある好ましい実施形態では、前記データ信号用配線は、複数の支線と、前記複数の支線
を連結する導通部分とを含み、前記導通部分に対応するように前記列間非重畳領域が形成
されている。
【００３１】
　ある好ましい実施形態では、前記列間非重畳領域は、前記アクティブマトリクス基板上
の補助容量配線に対向するように配置されている。
【００３２】
　本発明のカラーフィルタ基板は、複数の行および複数の列を有するマトリクス状に配列
された複数の画素を有する表示装置に用いられるカラーフィルタ基板であって、前記カラ
ーフィルタ基板は、透明基板と前記透明基板上に設けられた複数の着色層とを備え、前記
複数の着色層は、第１カラーフィルタ層、第２カラーフィルタ層、および遮光層を含み、
前記第１カラーフィルタ層および前記第２カラーフィルタ層は、前記画素の列に対応して
配置された第１カラーフィルタ列および第２カラーフィルタ列を含み、前記遮光層は、隣
接する画素行の間隙に対応して配置された遮光行を含み、列方向に隣接する画素の間隙に
対応する領域に、前記遮光行と前記第１カラーフィルタ列または前記第２カラーフィルタ
列とが互いに重なる行間重畳領域が形成されているとともに、前記遮光行と、前記第１カ
ラーフィルタ列および前記第２カラーフィルタ列の双方とが重ならない行間非重畳領域が
形成されており、前記行間非重畳領域は、前記隣接する画素の前記間隙の列方向に連続す
るように配置されていることを特徴としている。
【００３３】
　ここで、「前記遮光行と前記第１カラーフィルタ列または前記第２カラーフィルタ列と
が互いに重なる行間重畳領域」は、遮光行と第１カラーフィルタ列とが互いに重なってい
る領域、および遮光行と第２カラーフィルタ列とが互いに重なっている領域を含み、遮光
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行が第１または第２カラーフィルタ列のいずれか一方とのみ重なる領域を指すのではなく
、遮光行と第１カラーフィルタ列と第２カラーフィルタ列とが重なっている「三層からな
る重畳領域」も含む。
【００３４】
　ある好ましい実施形態では、前記遮光行は、前記行間非重畳領域に少なくとも１つの凹
部を有する。
【００３５】
　ある好ましい実施形態では、前記遮光列、前記第１カラーフィルタ列、および前記第２
カラーフィルタ列のそれぞれは、それぞれの行方向の幅を規定する第１辺と第２辺とを有
し、前記第１カラーフィルタ列、前記遮光列、および前記第２カラーフィルタ列のそれぞ
れの前記第１辺から前記第２辺に向かう行方向に平行な方向を＋ｘ方向としたとき、前記
第１カラーフィルタ列、前記遮光列、および前記第２カラーフィルタ列は、＋ｘ方向に順
次形成され、前記第１カラーフィルタ列および前記第２カラーフィルタ列は、それぞれ、
前記画素のそれぞれに対応して配置された複数のカラーフィルタ部を含み、前記複数のカ
ラーフィルタ部は、列方向に隣接する画素の間隙を介して、第１カラーフィルタ部と第２
カラーフィルタ部とを含み、前記第１カラーフィルタ部、前記遮光行、および前記第２カ
ラーフィルタ部のそれぞれは、それぞれの列方向の幅を規定する第３辺と第４辺とを有し
、前記第１カラーフィルタ部、前記遮光行、または前記第２カラーフィルタ部の前記第３
辺から前記第４辺に向かう列方向に平行な方向を＋ｙ方向としたとき、前記第１カラーフ
ィルタ部、前記遮光行、および前記第２カラーフィルタ部は、＋ｙ方向に順次形成され、
前記遮光行の前記第３辺は、前記行間非重畳領域に、前記遮光行の前記第３辺から前記第
４辺に向かう列方向にくびれた少なくとも１つの第３凹部を有し、前記遮光行の前記第４
辺は、前記行間非重畳領域に、前記遮光行の前記第４辺から前記第３辺に向かう列方向に
くびれた少なくとも１つの第４凹部を有する。
【００３６】
　ある好ましい実施形態では、前記遮光行に設けられた前記第３凹部は、前記遮光行に設
けられた前記第４凹部と対向する位置に配置されている。
【００３７】
　ある好ましい実施形態では、前記遮光行に設けられた前記第３凹部と前記第４凹部とは
連結されている。
【００３８】
　ある好ましい実施形態では、前記第１カラーフィルタ列および前記第２カラーフィルタ
列は、それぞれ、前記行間非重畳領域に少なくとも１つの凹部を有する。
【００３９】
　ある好ましい実施形態では、前記遮光列、前記第１カラーフィルタ列、および前記第２
カラーフィルタ列のそれぞれは、それぞれの行方向の幅を規定する第１辺と第２辺とを有
し、前記第１カラーフィルタ列、前記遮光列、および前記第２カラーフィルタ列のそれぞ
れの前記第１辺から前記第２辺に向かう行方向に平行な方向を＋ｘ方向としたとき、前記
第１カラーフィルタ列、前記遮光列、および前記第２カラーフィルタ列は、＋ｘ方向に順
次形成され、前記第１カラーフィルタ列および前記第２カラーフィルタ列は、それぞれ、
前記画素のそれぞれに対応して配置された複数のカラーフィルタ部を含み、前記複数のカ
ラーフィルタ部は、列方向に隣接する画素の間隙を介して、第１カラーフィルタ部と第２
カラーフィルタ部とを含み、前記第１カラーフィルタ部、前記遮光行、および前記第２カ
ラーフィルタ部のそれぞれは、それぞれの列方向の幅を規定する第３辺と第４辺とを有し
、前記第１カラーフィルタ部、前記遮光行、または前記第２カラーフィルタ部の前記第３
辺から前記第４辺に向かう列方向に平行な方向を＋ｙ方向としたとき、前記第１カラーフ
ィルタ部、前記遮光行、および前記第２カラーフィルタ部は、＋ｙ方向に順次形成され、
前記第２カラーフィルタ部の前記第３辺は、前記行間非重畳領域に、前記第２カラーフィ
ルタ部の前記第３辺から前記第４辺に向かう列方向にくびれた少なくとも１つの第３凹部
を有し、前記第１カラーフィルタ部の前記第４辺は、前記行間非重畳領域に、前記第１カ
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ラーフィルタ部の前記第４辺から前記第３辺に向かう列方向にくびれた少なくとも１つの
第４凹部を有する。
【００４０】
　ある好ましい実施形態では、前記第２カラーフィルタ部に設けられた前記第３凹部は、
前記遮光行を介して、前記第１カラーフィルタ部に設けられた前記第４凹部と対向する位
置に配置されている。
【００４１】
　ある好ましい実施形態では、前記遮光行、および前記第１カラーフィルタ列または前記
第２カラーフィルタ列は、それぞれ、前記行間非重畳領域に少なくとも１つの凹部を有す
る。
【００４２】
　ある好ましい実施形態では、前記遮光行、前記第１カラーフィルタ列、および前記第２
カラーフィルタ列のそれぞれは、それぞれの行方向の幅を規定する第１辺と第２辺とを有
し、前記第１カラーフィルタ列、前記遮光列、および前記第２カラーフィルタ列のそれぞ
れの前記第１辺から前記第２辺に向かう行方向に平行な方向を＋ｘ方向としたとき、前記
第１カラーフィルタ列、前記遮光列、および前記第２カラーフィルタ列は、＋ｘ方向に順
次形成され、前記第１カラーフィルタ列および前記第２カラーフィルタ列は、それぞれ、
前記画素のそれぞれに対応して配置された複数のカラーフィルタ部を含み、前記複数のカ
ラーフィルタ部は、列方向に隣接する画素の間隙を介して第１カラーフィルタ部と第２カ
ラーフィルタ部とを含み、前記第１カラーフィルタ部、前記遮光行、および前記第２カラ
ーフィルタ部のそれぞれは、それぞれの列方向の幅を規定する第３辺と第４辺とを有し、
前記第１カラーフィルタ部、前記遮光行、または前記第２カラーフィルタ部の前記第３辺
から前記第４辺に向かう列方向に平行な方向を＋ｙ方向としたとき、前記第１カラーフィ
ルタ部、前記遮光行、および前記第２カラーフィルタ部は、＋ｙ方向に順次形成され、前
記遮光行の前記第３辺は、前記行間非重畳領域に、前記遮光行の前記第３辺から前記第４
辺に向かう列方向にくびれた少なくとも１つの第３凹部を有し、前記遮光行の前記第４辺
は、前記行間非重畳領域に、前記遮光行の前記第４辺から前記第３辺に向かう列方向にく
びれた少なくとも１つの第４凹部を有し、前記第２カラーフィルタ部の前記第３辺は、前
記行間非重畳領域に、前記第２カラーフィルタ部の前記第３辺から前記第４辺に向かう列
方向にくびれた少なくとも１つの第３凹部を有し、前記第１カラーフィルタ部の前記第４
辺は、前記行間非重畳領域に、前記第１カラーフィルタ部の前記第４辺から前記第３辺に
向かう列方向にくびれた少なくとも１つの第４凹部を有する。
【００４３】
　ある好ましい実施形態では、前記遮光行に設けられた前記第３凹部は、前記遮光行に設
けられた前記第４凹部と対向する位置に配置されている。
【００４４】
　ある好ましい実施形態では、前記遮光行に設けられた前記第３凹部と前記第４凹部とは
連結されている。
【００４５】
　ある好ましい実施形態では、前記第２カラーフィルタ部に設けられた前記第３凹部は、
前記遮光行を介して、前記第１カラーフィルタ部に設けられた前記第４凹部と対向する位
置に配置されている。
【００４６】
　ある好ましい実施形態では、前記第２カラーフィルタ部に設けられた前記第３凹部と前
記第１カラーフィルタ部に設けられた前記第４凹部とは、前記遮光行に設けられた前記第
３凹部と前記第４凹部とを介して連結されている。
【００４７】
　ある好ましい実施形態では、前記行間非重畳領域は、表示媒体層を挟んで前記カラーフ
ィルタ基板と対向するように配置されるアクティブマトリクス基板上の走査信号用配線に
対向するように配置されている。
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【００４８】
　ある好ましい実施形態では、行方向に隣接する画素の間隙に対応する領域に、前記遮光
列と前記第１カラーフィルタ列または前記第２カラーフィルタ列とが互いに重なる列間重
畳領域が形成されているとともに、前記遮光列と、前記第１カラーフィルタ列および前記
第２カラーフィルタ列の双方とが重ならない列間非重畳領域が形成されており、前記列間
非重畳領域は、前記隣接する画素の前記間隙の行方向に連続するように配置されている。
【００４９】
　ある好ましい実施形態では、前記遮光列は、前記列間非重畳領域に少なくとも１つの凹
部を有する。
【００５０】
　ある好ましい実施形態では、前記遮光列の前記第１辺は、前記列間非重畳領域に、前記
遮光列の前記第１辺から前記第２辺に向かう行方向にくびれた少なくとも１つの第１凹部
を有し、前記遮光列の前記第２辺は、前記列間非重畳領域に、前記遮光列の前記第２辺か
ら前記第１辺に向かう行方向にくびれた少なくとも１つの第２凹部を有する。
【００５１】
　ある好ましい実施形態では、前記遮光列に設けられた前記第１凹部は、前記遮光列に設
けられた前記第２凹部と対向する位置に配置されている。
【００５２】
　ある好ましい実施形態では、前記遮光列に設けられた前記第１凹部と前記第２凹部とは
連結されている。
【００５３】
　ある好ましい実施形態では、前記第１カラーフィルタ列および前記第２カラーフィルタ
列は、それぞれ、前記列間非重畳領域に少なくとも１つの凹部を有する。
【００５４】
　ある好ましい実施形態では、前記第２カラーフィルタ列の前記第１辺は、前記列間非重
畳領域に、前記第２カラーフィルタ列の前記第１辺から前記第２辺に向かう行方向にくび
れた少なくとも１つの第１凹部を有し、前記第１カラーフィルタ列の前記第２辺は、前記
列間非重畳領域に、前記第１カラーフィルタ列の前記第２辺から前記第１辺に向かう行方
向にくびれた少なくとも１つの第２凹部を有する。
【００５５】
　ある好ましい実施形態では、前記第２カラーフィルタ列に設けられた前記第１凹部は、
前記遮光列を介して前記第１カラーフィルタ列に設けられた前記第２凹部と対向する位置
に配置されている。
【００５６】
　ある好ましい実施形態では、前記遮光列、前記第１カラーフィルタ列、および前記第２
カラーフィルタ列は、それぞれ、前記列間非重畳領域に少なくとも１つの凹部を有する。
【００５７】
　ある好ましい実施形態では、前記遮光列、記第１カラーフィルタ列、および前記第２カ
ラーフィルタ列のそれぞれは、それぞれの行方向の幅を規定する第１辺と第２辺とを有し
、前記第１カラーフィルタ列、前記遮光列、および前記第２カラーフィルタ列のそれぞれ
の前記第１辺から前記第２辺に向かう行方向に平行な方向を＋ｘ方向としたとき、前記第
１カラーフィルタ列、前記遮光列、および前記第２カラーフィルタ列は、＋ｘ方向に順次
形成され、前記遮光列の前記第１辺は、前記列間非重畳領域に、前記遮光列の前記第１辺
から前記第２辺に向かう行方向にくびれた少なくとも１つの第１凹部を有し、前記遮光列
の前記第２辺は、前記列間非重畳領域に、前記遮光列の前記第２辺から前記第１辺に向か
う行方向にくびれた少なくとも１つの第２凹部を有し、前記第２カラーフィルタ列の前記
第１辺は、前記列間非重畳領域に、前記第２カラーフィルタ列の前記第１辺から前記第２
辺に向かう行方向にくびれた少なくとも１つの第１凹部を有し、前記第１カラーフィルタ
列の前記第２辺は、前記列間非重畳領域に、前記第１カラーフィルタ列の前記第２辺から
前記第１辺に向かう行方向にくびれた少なくとも１つの第２凹部を有する。
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【００５８】
　ある好ましい実施形態では、前記遮光列に設けられた前記第１凹部は、前記遮光列に設
けられた前記第２凹部と対向する位置に配置されている。
【００５９】
　ある好ましい実施形態では、前記遮光列に設けられた前記第１凹部と前記第２凹部とは
連結されている。
【００６０】
　ある好ましい実施形態では、前記第１カラーフィルタ列に設けられた前記第２凹部は、
前記第２カラーフィルタ列に設けられた前記第１凹部と対向する位置に配置されている。
【００６１】
　ある好ましい実施形態では、前記第２カラーフィルタ列に設けられた前記第１凹部と前
記第１カラーフィルタ列に設けられた前記第２凹部とは、前記遮光列に設けられた前記第
１凹部と前記第２凹部とを介して連結されている。
【００６２】
　ある好ましい実施形態では、前記列間非重畳領域は、表示媒体層を挟んで前記カラーフ
ィルタ基板と対向するように配置されるアクティブマトリクス基板上のデータ信号用配線
に対向するように配置されている。
【００６３】
　ある好ましい実施形態では、前記データ信号用配線は、複数の支線と、前記複数の支線
を連結する導通部分とを含み、前記導通部分に対応するように前記列間非重畳領域が形成
されている。
【００６４】
　ある好ましい実施形態では、前記表示装置は液晶表示装置であって、前記カラーフィル
タ基板は、前記画素に対応する領域に液晶分子の配向を規制する突起部をさらに有する。
【００６５】
　本発明の表示装置は、前記カラーフィルタ基板と、前記カラーフィルタ基板に対向して
配置されているアクティブマトリクス基板と、前記カラーフィルタ基板と前記アクティブ
マトリクス基板との間に配置された表示媒体層とを有することを特徴としている。
【００６６】
　ある好ましい実施形態では、前記表示装置は液晶表示装置であって、前記アクティブマ
トリクス基板は画素電極を有し、前記画素電極はスリットをさらに有する。
【００６７】
   本発明による液晶表示装置の製造方法は、カラーフィルタ基板およびアクティブマト
リクス基板に焼成処理を施す工程と、これらの基板上に配向膜を形成する工程と、前記配
向膜を洗浄した後、焼成処理を施す工程と、滴下法によって液晶表示パネルを作製する工
程とを包含する。
【発明の効果】
【００６８】
　本発明によれば、滴下法などによって液晶パネルを作製したときに見られる残留気泡の
発生を有効に防止することができるカラーフィルタ基板が得られる。本発明のカラーフィ
ルタ基板を用いれば、配向異常や表示ムラがなく、高開口率を有し、良好な表示品位の広
視野角液晶表示装置を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６９】
　以下、図面を参照しながら本発明のカラーフィルタ基板を説明する。
【００７０】
　本発明のカラーフィルタ基板は、複数の行および複数の列を有するマトリクス状に配列
された複数の画素を有する表示装置に用いられる。ここで「マトリクス状に配列された」
とは、複数の画素が、データ信号用配線（列方向）および走査信号用配線（行方向）に配
列されているストライプ配列が代表的に例示されるが、これに限定されず、デルタ配列な
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ども含まれる。以下では、アクティブマトリクス型液晶表示装置に用いられるストライプ
配列のカラーフィルタを有するカラーフィルタ基板を例に実施形態を説明するが、本発明
はこれに限定されない。
【００７１】
　図１を参照しながら、一般的なＭＶＡ型のアクティブマトリクス型液晶表示装置の構造
を説明する。図１は液晶表示装置の断面概略図である。
【００７２】
　図１に示すように液晶表示装置１００は、互いに対向するように配置されたアクティブ
マトリクス基板３０およびカラーフィルタ基板２０と、これらの基板の間に配置された液
晶層（不図示）とを備えている。
【００７３】
　アクティブマトリクス基板３０は、ガラス等の透明絶縁性基板１０と、透明絶縁性基板
１０上に形成された走査信号線用のゲート配線（不図示）、データ信号線用のソース配線
、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）などのアクティブ素子３、および透明画素電極９とを備え
ている。複数の透明画素電極９は、表示領域でマトリクス状に配列されている。
【００７４】
　カラーフィルタ基板２０は、ガラス等の透明絶縁性基板１０と、透明絶縁性基板１０に
形成された複数の着色層２１、対向電極（不図示）、対向電極に設けられた配向制御用の
突起部２２、およびこれらを覆う配向膜（不図示）とを備えている。複数の着色層２１は
、複数のカラーフィルタ層と遮光層とを含んでいる。図１には、４つのカラーフィルタ層
と４つの遮光層を含む着色層２１が図示されている。
【００７５】
　カラーフィルタ層は、画素の列（画素列）に対応して配置される複数の「カラーフィル
タ列」と、画素の行（画素行）に対応して配置される複数の「カラーフィルタ行」とを含
む。このうち「カラーフィルタ列」は、同色の複数のカラーフィルタを含み、典型的には
、ゲートバスラインによって遮光される部分と一体に、１つの短冊状のカラーフィルタ列
として形成される。ただし、「カラーフィルタ列」はこれに限定されず、画素のそれぞれ
に対応して分断して配置される複数の「カラーフィルタ部」として構成されたものも含む
。またカラーフィルタ行は、異なる色のカラーフィルタが巡回的（例えばＲ（赤）、Ｇ（
緑）、Ｂ（青）の順）に配列されている。なお、カラーフィルタは、画素に対応する部分
を指し、分断されている場合にカラーフィルタ部ということにする。
【００７６】
　一方、遮光層は、隣接する画素列の間隙に対応して配置される複数の「遮光列」と、隣
接する画素の行（画素行）に対応して配置される複数の「遮光行」とを含む。なお、カラ
ーフィルタ列が、複数のカラーフィルタ部が配列された集合形態としてではなく、１つの
短冊形態として存在する場合は、「遮光行」は有していなくともよい。本明細書では、便
宜上、隣接する画素列の間隙に対応する領域を「列間領域」と呼び、隣接する画素行の間
隙に対応する領域を「行間領域」と呼ぶ場合がある。
【００７７】
　また、カラーフィルタ列（カラーフィルタ部を含む）および遮光列における「第１辺」
または「第２辺」とは、それぞれの行方向の幅を規定する辺を指す。カラーフィルタ列が
複数のカラーフィルタ部を含む場合、カラーフィルタ部および遮光行における「第３辺」
または「第４辺」とは、それぞれの列方向の幅を規定する辺を指す。
【００７８】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態を説明する。なお、下記実施形態では、
いずれも、アクティブマトリクス基板側に設けられた画素電極にスリットを形成し、カラ
ーフィルタ基板側に設けられた対向電極に、液晶分子の配向を規制する突起部を形成した
ＭＶＡ型液晶表示装置を例示しているが、本発明はこれに限定されず、例えば、スリット
と突起部の配置を逆にし、アクティブマトリクス基板側の画素電極に突起部を設け、カラ
ーフィルタ基板側の対向電極にスリットを形成してもよい。あるいは、画素電極および対
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向電極の両方に突起部を形成してもよく、突起部の代わりにスリットを形成してもよい。
さらに、ＭＶＡ型液晶表示装置に限定されず、ＴＮ型液晶表示装置やＩＰＳ型液晶表示装
置に適用してもよい。ただし、上述したように突起部を有するＭＶＡ型液晶表示装置は、
気泡が残留しやすいので顕著な効果が得られる。
【００７９】
　本発明の液晶表示装置は、液晶表示装置の画素の周辺に形成される積層構造が画素内に
液晶材料が流れ込むことを阻害することに起因する残留気泡の発生を抑制するために、当
該積層構造の一部に選択的に高さが低い領域、すなわち、積層構造を構成する複数の層の
一部が存在しない領域を有することを特徴とする。画素の周辺に形成される積層構造は、
主に遮光のために形成され、典型的には、遮光層（ブラックマトリクス、ＢＭといわれる
。）と１層または２層以上のカラーフィルタ層との積層構造、または、複数のカラーフィ
ルタ層の積層構造である。
【００８０】
   なお、積層構造は、画素の周辺を包囲するように形成される場合だけでなく、行方向
に隣接する画素間、または、列方向に隣接する画素間に選択的に形成されることもある。
これらの場合においても、積層構造に交差する方向への液晶材料の移動は阻害されるので
、積層構造を構成する複数の層の一部が存在しない領域を設けることによって、残留気泡
の発生を抑制することができる。
【００８１】
　ここでは、積層構造を構成する複数の層の少なくとも一部の層が存在しない領域を「非
重畳領域」と呼び、積層構造を構成する層が全く存在しない領域も含む。これに対し、「
重畳領域」とは、液晶材料の移動を阻害する最も積層層数の多い領域をいう。
【００８２】
　以下の実施形態では、典型的な例として、遮光層とカラーフィルタ層との積層構造が重
畳領域を形成する例を説明する。
【００８３】
　（実施形態１）
　本発明によるカラーフィルタ基板の第１の実施形態は、行方向に隣接する画素の間隙に
対応する領域に、遮光列と第１カラーフィルタ列または第２カラーフィルタ列とが互いに
重なる列間重畳領域が形成されているとともに、遮光列と、第１カラーフィルタ列および
第２カラーフィルタ列の双方とが重ならない列間非重畳領域が形成されており、列間非重
畳領域には、少なくとも１つの凹部を有する遮光列が行方向に連続するように配置された
カラーフィルタ基板に関している。詳細には、本実施形態のカラーフィルタ基板は、遮光
列の第１辺に形成された第１凹部と、遮光列の第２辺に形成された第２凹部とが連結し、
行方向への開口部が形成された非重畳領域を有している。
【００８４】
　ここで、「遮光列と第１カラーフィルタ列または第２カラーフィルタ列とが互いに重な
る列間重畳領域」は、遮光列と第１カラーフィルタ列とが互いに重なっている領域、およ
び遮光列と第２カラーフィルタ列とが互いに重なっている領域を含み、遮光列が第１また
は第２カラーフィルタ列のいずれか一方とのみ重なる領域を指すのではなく、遮光列と第
１カラーフィルタ列と第２カラーフィルタ列とが重なっている「三層からなる重畳領域」
も含む。
【００８５】
　また、「列間非重畳領域」とは、遮光列と、第１カラーフィルタ列および第２カラーフ
ィルタ列の双方とが重ならない領域を意味し、第１カラーフィルタ列、第２カラーフィル
タ列、および遮光列のそれぞれが単独で形成されている領域と、第１カラーフィルタ列と
第２カラーフィルタ列とが互いに重なる領域と、これらが全く存在しない領域とを含む。
【００８６】
　具体的には、「列間非重畳領域」の構成は、「列間重畳領域」との関係で決定される。
例えば、図６および図１０A（後記する）に示すように、遮光列と第１カラーフィルタ列
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、または遮光列と第２カラーフィルタ列とが重なった二層の列間重畳領域が形成されてい
る場合は、列間非重畳領域として、二層よりも高さが低い領域（すなわち、第１カラーフ
ィルタ列、第２カラーフィルタ列、および遮光列のそれぞれが単独で形成されている領域
と、これらが全く存在しない領域）が含まれる。一方、図１０Ｂ（後記する）に示すよう
に、遮光列と第１カラーフィルタ列と第２カラーフィルタ列とが互いに重なった三層の列
間重畳領域が形成されている場合は、列間非重畳領域として、三層よりも高さが低い領域
（すなわち、第１カラーフィルタ列、第２カラーフィルタ列、および遮光列のそれぞれが
単独で形成されている領域と、第１カラーフィルタ列と第２カラーフィルタ列とが互いに
重なる領域と、これらが全く存在しない領域）が含まれる。
【００８７】
　「列間非重畳領域が行方向に連続するように配置されている」とは、上述した構成を備
えた列間非重畳領域が、列間領域に、その途中で分断することなく行方向に連続して形成
されていることを意味する。
【００８８】
　このような列間非重畳領域は、遮光列に少なくとも１つ有していればよい。少なくとも
１つの非重畳領域が形成されていれば、液晶材料が画素列内をスムーズに移動することの
できる良好な通り道が得られるからである。従って、本実施形態のように、画素毎に、遮
光列の第１および第２辺に形成された各凹部が連結して形成された開口部を３つ設ける必
要はなく、複数の画素毎（例えば、画素１０個毎）に開口部を設けても所定の効果を得る
ことができる。液晶材料の流れやすさを考慮すると、画素毎に、少なくとも１つの開口部
を設けることが好ましい。
【００８９】
　遮光列に形成される凹部の形状は特に限定されず、例えば、三角形状、台形状、四角形
状などの多角形が例示される。
【００９０】
　遮光列に形成される凹部の幅および数は、ＴＦＴなどのアクティブ素子を遮光し得、電
気的接続部分における配向異常部を隠すことができれば特に限定されないが、許容される
範囲で、凹部の幅が広くて数も多い方が好ましい。詳細には、データ配線の導通部分と画
素電極との間に寄生する容量の許容される範囲や、パターニング制度などによっても相違
するが、例えば、凹部の幅を３μｍ～１０μｍとし、凹部の数を１～３とすることが好ま
しい。
【００９１】
　以下、図２から図５を参照しながら、本実施形態のカラーフィルタ基板、および上記カ
ラーフィルタ基板を用いて構成された本実施形態の液晶表示装置を説明する。さらに、図
２、および図６から図１０参照しながら、本実施形態における列間重畳領域と列間非重畳
領域との関係を詳しく説明する。
【００９２】
　図２は、実施形態１のカラーフィルタ基板を説明するための平面図である。なお、図２
のＸ－Ｘ’（列間重畳領域）に対応する断面図は、前述した図１に示したカラーフィルタ
基板と同様である。図２では、カラーフィルタ基板を構成する他の要件（例えば、対向電
極に設けられた配向制御用の突起部など）は省略している。図３（ａ）は、本実施形態の
カラーフィルタ基板を用いて構成され、画素に対応して配置された液晶表示装置を説明す
るための平面図、図３（ｂ）は、アクティブマトリクス基板側に形成された透明画素電極
のスリットパターンと、遮光層との位置関係を説明するための平面図であり、図３（ｃ）
は、ソース配線４の拡大図である。図４および図５は、いずれも、図３（ａ）に示す液晶
表示装置の断面図である。このうち図４は、図３（ａ）のＣ－Ｃ’（列間領域）に対応す
る断面を、図５は、図３（ａ）のＢ－Ｂ’（行間領域）に対応する断面を、それぞれ、示
している。
【００９３】
　図２に示すように、第１カラーフィルタ列６０、遮光列７０、および第２カラーフィル
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タ列８０のそれぞれは、それぞれの行方向の幅を規定する第１辺と第２辺とを有している
。例えば、第１カラーフィルタ列６０は、行方向の幅を規定する第１辺６１と第２辺６２
とを有し、第２カラーフィルタ列８０は、行方向の幅を規定する第１辺８１と第２辺８２
とを有している。同様に、遮光列７０は、行方向の幅を規定する第１辺７１と第２辺７２
とを有している。これらは、それぞれの第１辺から第２辺に向かう行方向に平行な方向を
＋ｘ方向としたとき、＋ｘ方向に順次形成されている。
【００９４】
　遮光列７０は、導通部分１１０（図３）に対向する位置に配置されている。画素（不図
示）に対応する列間領域は、導通部分１１０（図３）、およびゲート配線１に平行な補助
容量配線２とソース配線４との両方に対向する位置に、合計３つの開口部７３を有してい
る（図３（ａ）の矢印部分）。それぞれの開口部７３によって規定される非重畳領域は、
図２中の左から、第１カラーフィルタ列のみ存在する部分、いずれのカラーフィルタ列も
遮光列も存在しない部分、第２カラーフィルタ列間のみ存在する部分で構成されている。
このように、遮光列と、第１および第２カラーフィルタ列の双方とが重ならない非重畳領
域が列間領域の行方向に連結して形成された領域（開口部７３）は、滴下された液晶材料
が液晶セル内をスムーズに移動するための良好な通り道となるため、残留気泡の発生を有
効に防止することができる。
【００９５】
　本実施形態における列間重畳領域と列間非重畳領域との関係は、詳しくは、図６（ａ）
から（ｃ）に示すとおりである。図６（ａ）は、図２のカラーフィルタ基板の一部拡大図
であり、図６（ｂ）は、図６（ａ）のカラーフィルタ基板のＤ－Ｄ’に対応する断面図、
図６（ｃ）は、図６（ａ）のカラーフィルタ基板のＥ－Ｅ’に対応する断面図である。
【００９６】
　図２に示すように、本実施形態のカラーフィルタ基板は、行方向に隣接する画素の列（
画素列）のそれぞれに対応して配置された第１カラーフィルタ列６０および第２カラーフ
ィルタ列８０を含むとともに、画素列の間隙に対応して配置された遮光列７０を含んでい
る。
【００９７】
　図６（ａ）に示すように、画素列の間隙に対応する領域（列間領域）１２０には、開口
部７３を備えた遮光列７０が形成されている。開口部７３は、遮光列７０の第１辺７１か
ら第２辺７２に向かう行方向にくびれた第１凹部（不図示）と、遮光列７０の第２辺７２
から第１辺７１に向かう行方向にくびれた第２凹部（不図示）とが連結して形成される。
【００９８】
　図６（ａ）に示す列間領域１２０のうちＤ－Ｄ’に対応する列間領域には、図６（ｂ）
に示すように、第１カラーフィルタ列６０と遮光列７０とが重なる重畳領域１２１、およ
び第２カラーフィルタ列８０と遮光列７０とが重なる重畳領域１２３が形成されるととも
に、遮光列７０のみ存在する非重畳領域１２２が形成されている。一方、図６（ａ）のＥ
－Ｅ’に対応する列間領域１２０には、図６（ｃ）に示すように、第１カラーフィルタ列
のみ存在する非重畳領域１２４、遮光列もいずれのカラーフィルタ列も存在しない非重畳
領域１２５、および第２カラーフィルタ列のみ存在する非重畳領域１２６が、行方向に向
かって連続して配置されている。このように本実施形態では、少なくとも１つの凹部を有
する遮光列によって規定される列間非重畳領域が行方向に連続するように配置され、液晶
材料が液晶セル内をスムーズに移動することのできる通り道を形成したところに特徴があ
る。
【００９９】
　遮光列の第１辺および第２辺に形成される第１凹部および第２凹部は、対向するように
配置されていることが好ましい。しかしながら、これに限定する必要はなく、行方向に連
続するように配置されていれば液晶材料の良好な通り道となり得るため、例えば、第１凹
部と第２凹部とが斜め方向に配置されている態様も包含まれる。
【０１００】
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　列間非重畳領域は、色抜け（光漏れ）を防止するという観点から、アクティブマトリク
ス基板側のデータ信号用配線（ソース配線）に対向するように形成することが好ましい。
【０１０１】
　なお、本実施形態のように冗長構造を有するソース配線を備える構成においては、列間
非重畳領域を導通部分１１０に対向する位置に設けることが好ましい。これは、後述する
実施形態についても同様である。図３（ａ）に示すソース配線４は、図３（ｃ）の拡大図
で詳しく示すとおり、複数の支線４ａ、４ｂと、これらの支線を連結する導通部分１１０
とを含んでいる。導通部分１１０により、２つのソース配線の片側が断線しても、不良と
ならない冗長構造となっている。このように導通部分１１０に対向する位置に列間非重畳
領域を形成することにより、前述した色抜けの防止効果に加えて断線防止効果も得ること
ができる。
【０１０２】
　さらに、カラーフィルタ基板とアクティブマトリクス基板とを貼り合わせて液晶表示装
置を作製するときに生じるアライメントずれ（位置あわせのズレ）を防止する目的で、遮
光列に形成される凹部は、補助容量配線２に対向するように（詳細には、ゲート配線１に
平行な補助容量配線２と、ソース配線４との両方に対向する位置）形成することが最も好
ましい。補助容量配線２により、行方向のアライメントずれに基づく光漏れや色抜けなど
を防止できるからである。これは、後述する実施形態についても同様である。
【０１０３】
　この点について、図２７を参照しながら詳しく説明する。図２７は、本実施形態のカラ
ーフィルタ基板を用いて図３（ａ）に示す液晶表示装置を作製する際、行方向にアライメ
ントずれが生じたときの図３（ａ）のＡ－Ａ’に対応する断面図である。
【０１０４】
　図６（ａ）に示したような開口部を有する遮光列を備えたカラーフィルタ基板をアクテ
ィブマトリクス基板３０と貼り合わせる際、図２７に示すように、行方向（すなわち、ゲ
ート配線または補助容量配線の方向）のアライメントずれが生じると、ソース配線４に対
応する位置に設けた遮光列の開口部Ｘの一部が画素内に配置されて光漏れが発生したり、
あるいは、透明画素電極９に対応する位置にカラーフィルタ列２１が配置されず、色抜け
が発生して表示品位が低下する。さらに、アライメントずれが大きくなると、隣接するカ
ラーフィルタ列との間で混色が生じ、表示品位が一層低下する。このようなアライメント
ずれによる弊害を有効に防止するためには、補助容量配線に対応する位置に列間非重畳領
域（本実施形態の場合は、開口部を有する遮光列）を形成すれば良い。
【０１０５】
　比較のために、図７から図９を参照しながら、従来のカラーフィルタ基板を説明する。
図７（ａ）は、従来のカラーフィルタ基板を用いて構成され、画素に対応して配置された
液晶表示装置を説明するための平面図であり、図７（ｂ）は、アクティブマトリクス基板
側に形成された透明画素電極と、遮光列との位置関係を説明するための平面図である。図
８および図９は、いずれも、図７（ａ）に示す液晶表示装置の断面図である。このうち図
８は、図７（ａ）のＣ－Ｃ’（列間領域）に対応する断面を、図９は、図７（ａ）のＢ－
Ｂ’（行間領域）に対応する断面を、それぞれ、示している。
【０１０６】
　これらの図より明らかなように、従来のカラーフィルタ基板は、周囲が閉じた開口部を
有しており、列間領域に配置された遮光列は、凹部を全く含んでいない。同様に、行間領
域に配置された遮光列も凹部を含んでいない。すなわち、従来のカラーフィルタ基板は、
列間領域および行間領域のいずれの断面をとっても前述した図６（ｂ）に示すようになり
、列間領域には、遮光列と、第１または第２カラーフィルタ列の双方とが重ならない非重
畳領域が行方向に連続するように配置されていないため、液晶材料の流れが阻害され、気
泡が発生しやすくなる。
【０１０７】
　なお、本実施形態では、遮光列の第１辺に形成された第１凹部と、遮光列の第２辺に形
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成された第２凹部とが連結して開口部を形成しているが、「少なくとも１つの凹部を有す
る遮光列が行方向に連続するように配置された列間非重畳領域」の態様は、これに限定さ
れない。本実施形態の改変例を図１０Ａおよび図１０Ｂに示す。
【０１０８】
　このうち図１０Ａは、第１凹部と第２凹部とが連結していない（すなわち、開口部を形
成しない）カラーフィルタ基板である。図１０Ａ（ａ）は、このような開口部を形成しな
い実施形態のカラーフィルタ基板において、遮光列７０の第１辺７１に形成された第１凹
部７６と第２辺７２に形成された第２凹部７７との関係を示す説明図であり、図１０Ａ（
ｂ）は、図１０Ａ（ａ）のＤ－Ｄ’に対応する断面図、図１０Ａ（ｃ）は、図１０Ａ（ａ
）のＥ－Ｅ’に対応する断面図である。
【０１０９】
　このうち、図１０Ａ（ｂ）の構成は、前述した図６（ｂ）の構成と同じである。すなわ
ち、図１０Ａ（ａ）のカラーフィルタ基板のＤ－Ｄ’に対応する列間領域には、図１０Ａ
（ｂ）に示すように、第１カラーフィルタ列６０と遮光列７０とが重なる重畳領域１２１
、および第２カラーフィルタ列８０と遮光列７０とが重なる重畳領域１２３が形成される
とともに、遮光列７０のみ存在する非重畳領域１２２が形成されている。一方、図１０Ａ
（ａ）のカラーフィルタ基板のＥ－Ｅ’に対応する列間領域には、図１０Ａ（ｃ）に示す
ように、第１カラーフィルタ列のみ存在する非重畳領域１２４、遮光列もいずれのカラー
フィルタ列も存在しない非重畳領域１２５、遮光列のみ存在する非重畳領域１２２、遮光
列もいずれのカラーフィルタ列も存在しない非重畳領域１２５、および第２カラーフィル
タ列のみ存在する非重畳領域１２６が、行方向に向かって連続して配置されている。この
ような非重畳領域も液晶材料の良好な通り道となるため、残留気泡の発生を防止すること
が可能である。
【０１１０】
　また、図１０Ｂに、遮光列と第１カラーフィルタ列と第２カラーフィルタ列とが互いに
重なる「三層からなる重畳領域」が形成されているとともに、列間非重畳領域は、第１カ
ラーフィルタ列のみ存在する部分、第１カラーフィルタ列と第２カラーフィルタ列とが互
いに重なっている部分、および第２カラーフィルタ列のみ存在する部分で構成されたカラ
ーフィルタ基板を示す。本実施形態において「前記遮光列と前記第１カラーフィルタ列ま
たは前記第２カラーフィルタ列とが互いに重なる列間重畳領域」とは、遮光列と第１カラ
ーフィルタ列とが互いに重なっている領域、および遮光列と第２カラーフィルタ列とが互
いに重なっている領域を含み、遮光列が第１または第２カラーフィルタ列のいずれか一方
とのみ重なる領域を指すのではなく、遮光列と第１カラーフィルタ列と第２カラーフィル
タ列とが重なっている「三層からなる重畳領域」も含んでいる。図１０Ｂは、このような
カラーフィルタ基板に関している。
【０１１１】
　図１０Ｂ（ａ）は、上記カラーフィルタ基板を説明するための図であり、図１０Ｂ（ｂ
）は、図１０Ｂ（ａ）のカラーフィルタ基板のＤ－Ｄ’に対応する断面図、図１０Ｂ（ｃ
）は、図１０Ｂ（ａ）のカラーフィルタ基板のＥ－Ｅ’に対応する断面図である。
【０１１２】
　図１０Ｂ（ａ）に示すように、列間領域１２０には、開口部７３を備えた遮光列７０が
形成されているとともに、当該遮光列７０と互いに重なるように第１カラーフィルタ列６
０および第２カラーフィルタ列８０が配置されている。開口部７３は、遮光列７０の第１
辺７１から第２辺７２に向かう行方向にくびれた第１凹部（不図示）と、遮光列７０の第
２辺７２から第１辺７１に向かう行方向にくびれた第２凹部（不図示）とが連結して形成
される。
【０１１３】
　図１０Ｂ（ａ）に示す列間領域１２０のうちＤ－Ｄ’に対応する列間領域には、図１０
Ｂ（ｂ）に示すように、第１カラーフィルタ列６０と遮光列７０とが重なる重畳領域１２
１、および第２カラーフィルタ列８０と遮光列７０とが重なる重畳領域１２３が形成され
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ているとともに、第１カラーフィルタ列６０と遮光列７０と第２カラーフィルタ列８０と
がすべて重なる重畳領域１２７が形成されている。一方、図１０Ｂ（ａ）のＥ－Ｅ’に対
応する列間領域１２０には、図１０Ｂ（ｃ）に示すように、第１カラーフィルタ列のみ存
在する非重畳領域１２４、第１カラーフィルタ列と第２カラーフィルタ列とが互いに重な
る非重畳領域１２８、および第２カラーフィルタ列のみ存在する非重畳領域１２６が、行
方向に向かって連続して配置されている。このような構成もまた、滴下された液晶材料が
液晶セル内をスムーズに移動するための良好な通り道となり得るため、残留気泡の発生を
有効に防止することができる。
【０１１４】
　上記の実施形態ではいずれも、列間領域に遮光列を有しており、遮光列と、第１および
第２カラーフィルタ列の双方とが重ならない列間非重畳領域が行方向に連続して配置され
ることにより、液晶材料の良好な通り道が形成されて残留気泡の発生を防止している。し
かしながら、本実施形態による作用効果は、必ずしも、遮光列を備えたカラーフィルタ基
板に限って発揮されるものではなく、遮光列がなく複数のカラーフィルタ列（例えば赤カ
ラーフィルタ列、青カラーフィルタ列、および青カラーフィルタ列）のみで構成されたカ
ラーフィルタ基板であっても、液晶の良好な通り道となり得る領域が形成されていれば同
様の作用効果を発揮し得る。
【０１１５】
　以下、図１０Ｃ（ａ）から（ｃ）を参照しながら、遮光列のないカラーフィルタ基板の
態様を説明する。この態様は、赤、青、および緑の三色のカラーフィルタ列のみで構成さ
れたカラーフィルタ基板に関し、図１０C（ａ）および（ｃ）に示すように、赤カラーフ
ィルタ列と青カラーフィルタの少なくとも一方が重なるように緑カラーフィルタ列の一部
に凹部を設けることにより、遮光列と同等の機能を付与している。なお、遮光効果の観点
からすれば、図１０Ｃに示すように、赤カラーフィルタ列と青カラーフィルタ列とが重な
っていることが好ましい。
【０１１６】
　図１０Ｃ（ａ）は、上記カラーフィルタ基板を説明するための図であり、図１０Ｃ（ｂ
）は、図１０Ｃ（ａ）のカラーフィルタ基板のＤ－Ｄ’に対応する断面図、図１０Ｂ（ｃ
）は、図１０Ｃ（ａ）のカラーフィルタ基板のＥ－Ｅ’に対応する断面図である。
【０１１７】
　図１０Ｃ（ａ）に示すように、列間領域１２０には、凹部を備えた緑カラーフィルタ列
Ｇが形成されているとともに、緑カラーフィルタ列Ｇと互いに重なり合うように赤カラー
フィルタ列Ｒおよび青カラーフィルタ列Ｂが配置されている。
【０１１８】
　図１０Ｃ（ａ）に示す列間領域１２０のうちＤ－Ｄ’に対応する列間領域には、図１０
Ｃ（ｂ）に示すように、緑カラーフィルタ列Ｇと赤カラーフィルタ列Ｒとが重なる領域１
６２、および赤カラーフィルタ列Ｒと青カラーフィルタ列Ｂとが重なる領域１６４が形成
されるとともに、緑カラーフィルタ列Ｇと赤カラーフィルタ列Ｒと青カラーフィルタ列Ｂ
とがすべて重なる領域１６３が形成されている。一方、図１０Ｃ（ａ）のＥ－Ｅ’に対応
する列間領域１２０には、図１０Ｃ（ｃ）に示すように、赤カラーフィルタ列Ｒのみ存在
する領域１６５、および赤カラーフィルタ列Ｒと青カラーフィルタ列Ｂとが互いに重なる
領域１６４が、行方向に向かって連続して配置されている。これらの領域１６５および１
６４は、残留気泡の発生を防止する「列間非重畳領域」として機能するため、残留気泡の
発生を抑制することができる。
【０１１９】
　次に、図３から図５を参照しながら、本実施形態のカラーフィルタ基板を用いて作製さ
れる液晶表示装置を説明する。
【０１２０】
　前述したとおり、本実施形態の液晶表示装置は、互いに対向して配置されたアクティブ
マトリクス基板３０およびカラーフィルタ基板２０と、これらの基板間に挟持された液晶
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層（不図示）とを備えている（図４および図５を参照）。
【０１２１】
　アクティブマトリクス基板３０は、絶縁性透明基板１０において、ゲート絶縁膜５０を
介して交差するように配置された走査信号用配線（ゲート配線）１およびデータ信号用配
線（ソース線）４と、これらの交差部近傍に配置されたＴＦＴなどのアクティブ素子３と
を有している。ソース４は、前述したとおり、複数の支線４ａ、４ｂと、これらの支線を
連結する導通部分１１０とを含んでいる（図３（ｃ））。
【０１２２】
　図３（ａ）に詳しく示すように、アクティブマトリクス基板３０は、走査信号用配線（
ゲート配線）１と、ゲート配線と略平行に形成された補助容量配線２、画素電極９の電位
を安定化させるための補助容量形成電極６、ＴＦＴなどのアクティブ素子３に接続された
ドレイン引き出し配線５、層間絶縁膜７に形成されたコンタクトホール８を介してドレイ
ン引き出し配線５に接続された画素電極９などを備えている。画素電極９は、複数のスリ
ット（画素電極スリット）１１を有している。
【０１２３】
　ところで、スリット１１の延設方向（長辺方向）に交差する辺（短辺）に対応する電気
的接続部分１２ａ、１２ｂ、１２ｃ、１２ｄ、１２ｅ、１２ｆには、前述したとおり、液
晶分子の配向が乱れて配向異常が生じやすい。そこで、これらの配向異常が生じる部分を
隠す目的で、図３（ａ）に示すように、電気的接続部分１２ａ～１２ｄは遮光層１４０と
重なるように配置し、残りの電気的接続部分１２ｅ～１２ｆは補助容量配線２と重なるよ
うに配置することが好ましい。これにより、これらの電気的接続部分１２ａ～１２ｆで生
じる配向異常による表示品位の低下を防止することができる。そのため、本実施形態では
、列間非重畳領域を構成する遮光列上の開口部は、すべて、これら電気的接続部分が配置
されている部分とは異なる部分（図３（ａ）中の矢印部分）に設けている。
【０１２４】
　（実施形態２）
　本発明によるカラーフィルタ基板の第２の実施形態は、行方向に隣接する画素の間隙に
対応する領域に、遮光列と第１カラーフィルタ列または第２カラーフィルタ列とが互いに
重なる列間重畳領域が形成されているとともに、遮光列と、第１カラーフィルタ列および
第２カラーフィルタ列の双方とが重ならない列間非重畳領域が形成されており、列間非重
畳領域には、少なくとも１つの凹部を有する第１および第２カラーフィルタ列が行方向に
連続するように配置されたカラーフィルタ基板に関している。具体的には、列間非重畳領
域に、第２カラーフィルタ列の第１辺から第２辺に向かう行方向にくびれた第１凹部と、
第１カラーフィルタ列の第２辺から第１辺に向かう行方向にくびれた第２凹部とを有する
カラーフィルタ基板である。
【０１２５】
　本実施形態と実施形態１とは、列間領域に、液晶の通り道となる列間非重畳領域を形成
している点で一致するが、本実施形態は、列間非重畳領域に、少なくとも１つの凹部を有
する第１および第２カラーフィルタ列が配置されている点で、少なくとも１つの凹部を有
する遮光列が配置された実施形態１と相違する。
【０１２６】
　このような列間非重畳領域は、第１および第２カラーフィルタ列に少なくとも１つ有し
ていればよい。少なくとも１つの列間非重畳領域が形成されていれば、液晶材料が画素列
内をスムーズに移動することのできる通り道が得られるからである。従って、本実施形態
で示すように、画素毎にそれぞれ、３つの凹部を設ける必要はなく、複数の画素毎（例え
ば、画素１０個毎）に設けることもできる。液晶材料の流れやすさを考慮すると、画素毎
に、少なくとも１つの凹部を設けることが好ましい。
【０１２７】
　各カラーフィルタ部に形成される凹部の形状は特に限定されず、例えば、三角形状、台
形状、四角形状などの多角形が例示される。
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【０１２８】
　各カラーフィルタ部に形成される凹部の幅および数は、ＴＦＴなどのアクティブ素子を
遮光し得、電気的接続部分における配向異常部を隠すことができれば特に限定されないが
、許容される範囲で、凹部の幅が広くて数も多い方が好ましい。詳細には、データ配線の
導通部分と画素電極との間に寄生する容量の許容される範囲や、パターニング制度などに
よっても相違するが、例えば、凹部の幅を３μｍ～１０μｍとし、凹部の数を１～３とす
ることが好ましい。
【０１２９】
　以下、図１１から図１４を参照しながら、本実施形態のカラーフィルタ基板、および上
記カラーフィルタ基板を用いて構成された本実施形態の液晶表示装置を説明する。さらに
、図１１、および図１５（ａ）から（ｃ）を参照しながら、本実施形態における列間重畳
領域と列間非重畳領域との関係を詳しく説明する。
【０１３０】
　図１１は、実施形態２のカラーフィルタ基板を説明するための平面図である。図１１で
は、カラーフィルタ基板を構成する他の要件（例えば、対向電極に設けられた配向制御用
の突起部など）は省略している。図１２は、本実施形態のカラーフィルタ基板を用いて構
成され、画素に対応して配置された液晶表示装置を説明するための平面図である。図１２
は、説明の便宜上、画素電極パターンのみを抜き出した平面図を示しており、アクティブ
マトリクス基板を構成する他の要件（ソース配線、補助容量配線、ゲート配線など）は、
省略している。図１３および図１４は、いずれも、図１２に示す液晶表示装置の断面図で
ある。このうち図１３は、図１２のＢ－Ｂ’（行間領域）に対応する断面を、図１４は、
図１２のＣ－Ｃ’（列間領域）に対応する断面を、それぞれ、示している。
【０１３１】
　本実施形態におけるカラーフィルタ列は、画素のそれぞれに対応して分断して配置され
るカラーフィルタ部の集合体として存在している点で、カラーフィルタ部としてではなく
１つの短冊状のカラーフィルタ列として存在する実施形態１のカラーフィルタ基板とは相
違している。カラーフィルタ列の構成は、本実施形態の構成に限定されず、実施形態１の
ように構成されていても良い。
【０１３２】
　図１１に示すように、本実施形態では、第１カラーフィルタ列６０を構成する第１カラ
ーフィルタ部６５、および第２カラーフィルタ列８０を構成する第２カラーフィルタ部８
５は、画素電極に対向する位置に配置されており、第２カラーフィルタ部８５の第１辺８
１および第１カラーフィルタ部６５の第２辺６２は、それぞれ、第２カラーフィルタ部８
５の第１辺８１から第２辺８２に向かう行方向にくびれた第１凹部８９、および第１カラ
ーフィルタ部６５の第２辺６２から第１辺６１に向かう行方向にくびれた第２凹部６９を
、３つずつ有している。第２カラーフィルタ部に設けられたそれぞれの第１凹部８９は、
遮光列７０を介して第１カラーフィルタ部６５に設けられたそれぞれの第２凹部６９と対
向する位置に配置されている。
【０１３３】
　第１カラーフィルタ部６５に形成された３つの第１凹部６９、および第２カラーフィル
タ部８５に形成された３つの第１凹部８９は、いずれも、ソース配線（不図示）に対向す
るように形成されている。それぞれの３つの第１凹部６９、８９のうち、２つの第１凹部
６９、８９は、いずれも、導通部分１１０（不図示）に対向する位置に形成されており、
１つの第１凹部６９、８９は、ゲート配線（不図示）に平行な補助容量配線（不図示）と
、ソース配線（不図示）との両方に対向するように形成されている。第１凹部６９のそれ
ぞれと第１凹部８９のそれぞれとによって規定される非重畳領域は、遮光列のみで構成さ
れている。本実施形態では、遮光列のみで構成される非重畳領域が列間領域の行方向に連
結して形成されているため、液晶セル内をスムーズに移動するための良好な通り道が得ら
れ、残留気泡の発生を有効に防止することができる。
【０１３４】
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　なお、第２カラーフィルタ部８５に形成された第１凹部８９と、第１カラーフィルタ部
６５に形成された第２凹部６９とは、図１１に示すように、対向するように配置されてい
ることが好ましい。但し、これに限定されず、それぞれの凹部によって規定される非重畳
領域が行方向に連続するように配置されていれば液晶材料の通り道となり得るため、例え
ば、第１凹部と第２凹部とが斜め方向に配置されている態様も含まれる。
【０１３５】
　列間非重畳領域が形成される好ましい位置は、実施形態１で説明したとおりである。す
なわち、色抜け（光漏れ）を防止するという観点から、列間非重畳領域は、アクティブマ
トリクス基板側のデータ信号用配線（ソース配線）に対向するように形成することが好ま
しい。また、本実施形態のように、複数の支線と、これらの支線を連結する導通部分とを
含むソース配線を備えた構成においては、導通部分に対向する位置に列間非重畳領域を形
成することが好ましい。さらに、アクティブマトリクス基板が補助容量配線を備えている
場合は、補助容量配線に対向するように形成することが好ましい。
【０１３６】
　本実施形態における列間重畳領域と列間非重畳領域との関係は、詳しくは、図１５（ａ
）から（ｃ）に示すとおりである。図１５（ａ）は、図１１のカラーフィルタ基板の一部
拡大図であり、図１５（ｂ）は、図１５（ａ）のカラーフィルタ基板のＤ－Ｄ’に対応す
る断面図、図１５（ｃ）は、図１５（ａ）のカラーフィルタ基板のＥ－Ｅ’に対応する断
面図である。
【０１３７】
　図１５（ａ）に示すように、画素列の間隙に対応する領域（列間領域）１２０には、第
２カラーフィルタ列に形成された第１凹部８９と、第１カラーフィルタ列に形成された第
２凹部６９とが形成されている。
【０１３８】
　図１５（ａ）に示す列間領域のうちＤ－Ｄ’に対応する列間領域には、図１５（ｂ）に
示すように、第１カラーフィルタ列６０と遮光列７０とが重なる重畳領域１２１、および
第２カラーフィルタ列８０と遮光列７０とが重なる重畳領域１２３が形成されるとともに
、遮光列７０のみ存在する非重畳領域１２２が形成されている。この構成は、図６（ａ）
の構成と同じである。一方、図１５（ａ）のＥ－Ｅ’に対応する列間領域には、図１５（
ｃ）に示すように、遮光列７０のみ存在する非重畳領域１２２が、行方向に向かって連続
して配置されている。このように本実施形態では、少なくとも１つの凹部を有する第１お
よび第２カラーフィルタ部（第１および第２カラーフィルタ列として存在していてもよい
。本実施形態において、以下、同じ。）によって規定される列間非重畳領域が行方向に連
続するように配置され、液晶材料が液晶セル内をスムーズに移動することのできる通り道
を形成したところに特徴がある。
【０１３９】
　さらに、本実施形態には、列間非重畳領域に、実施形態１に示すような、少なくとも１
つの凹部を備えた遮光列と、本実施形態に示すような、少なくとも１つの凹部を備えた第
１および第２カラーフィルタ列（第１および第２カラーフィルタ部として存在していても
よい）とが、両方、配置されたカラーフィルタ基板も含まれる。遮光列とカラーフィルタ
列との両方に上記の凹部を設けると液晶材料の通り道がより多くなるため、残留気泡の発
生を一層有効に抑えることができる。
【０１４０】
　特に、列間非重畳領域に、遮光列もカラーフィルタ列も全く存在しない開口部を備えた
カラーフィルタ基板は、より広い液晶材料の通り道が提供されるため好ましい。
【０１４１】
　図１６（ａ）は、このような実施形態のカラーフィルタ基板を説明するための平面図で
あり、図１６（ｂ）は、図１６（ａ）のカラーフィルタ基板のＤ－Ｄ’に対応する断面図
、図１６（ｃ）は、図１６（ａ）のカラーフィルタ基板のＥ－Ｅ’に対応する断面図であ
る。
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【０１４２】
　図１６（ａ）に示すように、列間領域１２０には、その第２辺６２に第２凹部６９を備
えた第１カラーフィルタ列６０、開口部を備えた遮光列７０、およびその第１辺８１に第
１凹部８９を備えた第２カラーフィルタ列８０が形成されている。
【０１４３】
　このうち、図１６（ｂ）の構成は前述した図６（ｂ）の構成と同じである。すなわち、
図１６（ａ）のカラーフィルタ基板のＤ－Ｄ’に対応する列間領域には、図１６（ｂ）に
示すように、第１カラーフィルタ列６０と遮光列７０とが重なる重畳領域１２１、および
第２カラーフィルタ列８０と遮光列７０とが重なる重畳領域１２３が形成されるとともに
、遮光列７０のみ存在する非重畳領域１２２が形成されている。
【０１４４】
　一方、図１６（ａ）のカラーフィルタ基板のＥ－Ｅ’に対応する列間領域には、図１６
（ｃ）に示すように、遮光列もいずれのカラーフィルタ列も存在しない非重畳領域１２５
が、行方向に向かって連続して配置されている。
【０１４５】
　上記のカラーフィルタ基板は、実施形態１の図６（ａ）から（ｃ）に示す遮光列を備え
たカラーフィルタ基板と、本実施形態の図１５（ａ）から（ｃ）に示す第１および第２カ
ラーフィルタ列を備えたカラーフィルタ基板とを組み合わせることによって得られる。遮
光列７０に形成された開口部と、第１および第２カラーフィルタ列６０、８０に形成され
た凹部とは、列方向の幅が同じとなるように形成されているため、列間非重畳領域には、
遮光列もカラーフィルタ列も全く存在しない開口部７８が得られる。
【０１４６】
　（実施形態３）
　本発明によるカラーフィルタ基板の第３の実施形態は、列方向に隣接する画素の間隙に
対応する領域に、遮光行と第１カラーフィルタ列または第２カラーフィルタ列とが互いに
重なる行間重畳領域が形成されているとともに、遮光行と、第１カラーフィルタ列および
第２カラーフィルタ列の双方とが重ならない行間非重畳領域が形成されており、行間非重
畳領域には、少なくとも１つの凹部を有する遮光行が列方向に連続するように配置された
カラーフィルタ基板に関している。詳細には、実施形態３は、行間非重畳領域に、少なく
とも１つの凹部を備えた遮光行が配置されたカラーフィルタ基板に関している。具体的に
は、遮光行の第３辺および第４辺に、それぞれ、形成された第３凹部および第４凹部が連
結し、列方向への開口部が形成された非重畳領域を有している。
【０１４７】
　ここで、「遮光行と第１カラーフィルタ列または第２カラーフィルタ列とが互いに重な
る行間重畳領域」とは、遮光行と第１カラーフィルタ列とが互いに重なっている領域、お
よび遮光行と第２カラーフィルタ列とが互いに重なっている領域を含むが、遮光行が第１
または第２カラーフィルタ列のいずれか一方とのみ重なる領域を指すのではなく、遮光行
と第１カラーフィルタ列と第２カラーフィルタ列とが重なっている「三層からなる重畳領
域」も含んでいる。
【０１４８】
　また、「行間非重畳領域」とは、遮光行と、第１カラーフィルタ列および第２カラーフ
ィルタ列の双方とが重ならない領域を意味し、第１カラーフィルタ部、第２カラーフィル
タ部、および遮光行のそれぞれが単独で形成されている領域と、第１カラーフィルタ部と
第２カラーフィルタ部とが互いに重なる領域と、これらが全く存在しない領域とを含む。
【０１４９】
　具体的には、「行間非重畳領域」の構成は、「行間重畳領域」との関係で決定される。
例えば、図１８（後記する）に示すように、遮光行と第１カラーフィルタ部、または遮光
行と第２カラーフィルタ部とが重なった二層の行間重畳領域が形成されている場合は、行
間非重畳領域として、二層よりも高さが低い領域（すなわち、第１カラーフィルタ部、第
２カラーフィルタ部、および遮光行のそれぞれが単独で形成されている領域と、これらが
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全く存在しない領域）が含まれる。一方、遮光行と第１カラーフィルタ部と第２カラーフ
ィルタ部とが互いに重なった三層の行間重畳領域が形成されている場合は、行間非重畳領
域として、三層よりも高さが低い領域（すなわち、第１カラーフィルタ部、第２カラーフ
ィルタ部、および遮光行のそれぞれが単独で形成されている領域と、第１カラーフィルタ
部と第２カラーフィルタ部とが互いに重なる領域と、これらが全く存在しない領域）が含
まれる。
【０１５０】
　「行間非重畳領域が列方向に連続するように配置されている」とは、上述した構成を備
えた行間非重畳領域が、行間領域に、その途中で分断することなく行方向に連続して形成
されていることを意味する。
【０１５１】
　このような行間非重畳領域は、遮光行に少なくとも１つ有していればよい。少なくとも
１つの非重畳領域が形成されていれば、液晶材料が画素行内をスムーズに移動することの
できる通り道が得られるからである。従って、本実施形態のように、画素毎に、遮光行の
第３辺および第４辺に形成された各凹部が連結して形成された開口部を設ける必要はなく
、複数の画素毎（例えば、画素１０個毎）に開口部を設けても効果を得ることができる。
液晶材料の流れやすさを考慮すると、画素毎に、少なくとも１つの開口部を設けることが
好ましい。
【０１５２】
　遮光行に形成される凹部の形状は特に限定されず、例えば、三角形状、台形状、四角形
状などの多角形が例示される。
【０１５３】
　遮光行に形成される凹部の幅および数は、ＴＦＴなどのアクティブ素子を遮光し得、電
気的接続部分における配向異常部を隠すことができれば特に限定されないが、許容される
範囲で、凹部の幅が広くて数も多い方が好ましい。詳細には、ＩＴＯなどから構成される
透明画素電極の電気的接続部分の配置などによっても相違するが、例えば、凹部の幅を３
μｍ～１０μｍとし、凹部の数を１～３とすることが好ましい。
【０１５４】
　遮光行の第３辺および第４辺に形成される第３凹部および第４凹部は、対向するように
配置されていることが好ましい。しかしながら、これに限定する必要はなく、行方向に連
続するように配置されていれば液晶材料の良好な通り道となり得るため、例えば、第３凹
部と第４凹部とが斜め方向に配置されている態様も含まれる。
【０１５５】
　以下、図１７、および図１８（ａ）から（ｂ）を参照しながら、本実施形態のカラーフ
ィルタ基板、および上記カラーフィルタ基板を用いて構成された本実施形態の液晶表示装
置を説明する。図１７では、カラーフィルタ基板を構成する他の要件（例えば、対向電極
に設けられた配向制御用の突起部など）は省略している。さらに、図１７、および図１９
（ａ）から（ｃ）を参照しながら、本実施形態における行間重畳領域と行間非重畳領域と
の関係を詳しく説明する。
【０１５６】
　図１７は、実施形態３のカラーフィルタ基板を説明するための平面図である。図１８（
ａ）は、本実施形態のカラーフィルタ基板を用いて構成され、画素に対応して配置された
液晶表示装置を説明するための平面図であり、図１８（ｂ）は、アクティブマトリクス基
板側に形成された透明画素電極のスリットパターンと、遮光層との位置関係を説明するた
めの平面図である。
【０１５７】
　図１７に示すように、第１カラーフィルタ列６０に形成された第１カラーフィルタ部６
５、遮光行９０、および第１カラーフィルタ列６０に形成された第２カラーフィルタ部６
８のそれぞれは、それぞれの列方向の幅を規定する第３辺と第４辺とを有している。例え
ば、第１カラーフィルタ部６５は、列方向の幅を規定する第３辺６３と第４辺６４とを有



(25) JP 4230425 B2 2009.2.25

10

20

30

40

50

し、第２カラーフィルタ部８０は、列方向の幅を規定する第３辺６６と第４辺６７とを有
している。同様に、遮光行９０は、列方向の幅を規定する第４辺９３と第４辺９４とを有
している。これらは、それぞれの第３辺から第４辺に向かう列方向に平行な方向を＋ｙ方
向としたとき、＋ｙ方向に順次形成されている。
【０１５８】
　遮光行９０は、走査信号用配線（ゲート配線）１（図１８（ａ））に対向するように配
置されており、画素（不図示）に対応する行間領域に２つの開口部９６（図１８（ａ）の
矢印部分）を有している。それぞれの開口部９６によって規定される非重畳領域は、図１
９（ｃ）に詳しく示すように、第１カラーフィルタ部６５のみ存在する部分１２６、いず
れのカラーフィルタ部も遮光列も存在しない部分１２５、第２カラーフィルタ部６８のみ
存在する部分１２４で構成されている。このように、遮光行と、第１および第２カラーフ
ィルタ部の双方とが重ならない非重畳領域が行間領域の列方向に連結して形成された領域
（開口部９６）は、滴下された液晶材料が液晶セル内をスムーズに広がるための良好な通
り道となるため、残留気泡の発生を有効に防止することができる。
【０１５９】
　本実施形態における列間重畳領域と列間非重畳領域との関係は、詳しくは、図１９（ａ
）から（ｃ）に示すとおりである。図１９（ａ）は、このような実施形態のカラーフィル
タ基板を説明するための平面図であり、図１９（ｂ）は、図１９（ａ）のカラーフィルタ
基板のＤ－Ｄ’に対応する断面図、図１９（ｃ）は、図１９（ａ）のカラーフィルタ基板
のＥ－Ｅ’に対応する断面図である。
【０１６０】
　図１９（ａ）に示すように、画素行の間隙に対応する領域（行間領域）１３０には、開
口部９６を備えた遮光行９０が形成されている。開口部９６は、遮光行９０の第３辺から
第４辺に向かう行方向にくびれた第３凹部（不図示）と、遮光行９０の第３辺から第４辺
に向かう行方向にくびれた第４凹部（不図示）とが連結して形成される。
【０１６１】
　図１９（ａ）に示す行間領域のうちＤ－Ｄ’に対応する行間領域には、図１９（ｂ）に
示すように、第１カラーフィルタ部６５と遮光行９０とが重なる重畳領域１２１、および
第２カラーフィルタ部６８と遮光行９０とが重なる重畳領域１２３が形成されるとともに
、遮光行９０のみ存在する非重畳領域１２２が形成されている。一方、図１９（ａ）のＥ
－Ｅ’に対応する行間領域には、図１９（ｃ）に示すように、第１カラーフィルタ部６５
のみ存在する非重畳領域１２４、遮光行９０もいずれのカラーフィルタ部も存在しない非
重畳領域１２５、および第２カラーフィルタ部６８のみ存在する非重畳領域１２６が、列
方向に向かって連続して配置されている。このように本実施形態では、少なくとも１つの
凹部を備えた遮光行によって規定される行間非重畳領域が行方向に連続するように配置さ
れているところに特徴がある。
【０１６２】
　なお、本実施形態では、遮光行の第３辺に形成された第３凹部と、遮光列の第４辺に形
成された第４凹部とが連結して開口部を形成しているが、これに限定されず、第３凹部と
第４凹部とが連結していない（すなわち、開口部を形成しない）態様も含まれる。
【０１６３】
　遮光行に形成される凹部は、色抜け（光漏れ）を防止するという観点から、アクティブ
マトリクス基板上の走査信号用配線（ゲート配線）に対応するように形成することが好ま
しい。特に、図１８（ａ）に示すように、電気的接続部分１２ａ～１２ｆで生じる配向異
常による表示品位の低下を防止するために、電気的接続部分１２ａ～１２ｄが配置されて
いるゲート配線１の部分を除いた部分（例えば、図１８（ａ）の矢印部分）に対応するよ
うに形成することが一層好ましい。前述したとおり、配向異常が生じるこれら電気的接続
部分１２ａ、１２ｂ、１２ｃ、１２ｄ、１２ｅ、１２ｆを隠すためには、図１８（ａ）に
示すように、１２ａ～１２ｄの電気的接続部分は遮光層１４０と重なるように配置し、残
りの電気的接続部分１２ｅ～１２ｆは補助容量配線２と重なるように配置することが好ま
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しいからである。
【０１６４】
　さらに、本実施形態には、行間非重畳領域に、少なくとも１つの凹部を備えた第１およ
び第２カラーフィルタ部が画素列の方向に連続するように配置されたカラーフィルタ基板
も含まれる。このような構成であっても、液晶材料の良好な通り道が得られるため、残留
気泡の発生を防止することができる。例えば、第２カラーフィルタ部の第１辺から第２辺
に向かう列方向にくびれた第１凹部と、第１カラーフィルタ部の第２辺から第１辺に向か
う列方向にくびれた第２凹部とによって規定される行間非重畳領域などが挙げられる。
【０１６５】
　また、本実施形態は、行間非重畳領域に、本実施形態で示すような少なくとも１つの凹
部を備えた遮光行と、少なくとも１つの凹部を備えた第１および第２カラーフィルタ部と
が、両方、配置されたカラーフィルタ基板も含む。遮光行とカラーフィルタ部との両方に
上記の凹部を設けると、液晶材料の通り道がより多くなるため、残留気泡の発生を一層有
効に抑えることができる。特に、行間非重畳領域に、遮光行も第１および第２カラーフィ
ルタ部も全く存在しない開口部を形成した態様は、より広い液晶材料の通り道が提供され
るため、より好ましい。
【０１６６】
　（実施形態４）
　本発明によるカラーフィルタ基板の第４および第５の実施形態は、列間非重畳領域およ
び行間非重畳領域の両方に、少なくとも１つの凹部を備えた遮光列または第１および第２
カラーフィルタ列が配置されたカラーフィルタ基板に関している。このような構成とする
ことにより、より広い液晶材料の通り道が提供されるため、残留気泡の発生をさらに有効
に防止することができる。
【０１６７】
　まず、実施形態４のカラーフィルタ基板は、遮光列の第１辺に形成された第１凹部と、
遮光列の第２辺に形成された第２凹部とが連結し、行方向への開口部が形成された列間非
重畳領域を有するとともに、遮光行の第３辺に形成された第３凹部と、遮光行の第４辺に
形成された第４凹部とが連結し、列方向への開口部が形成された行間非重畳領域を有して
いる。
【０１６８】
　以下、図２０から図２２を参照しながら、実施形態４のカラーフィルタ基板を用いて構
成された本実施形態の液晶表示装置を説明する。
【０１６９】
　図２０は、本実施形態のカラーフィルタ基板を用いて構成され、画素に対応して配置さ
れた液晶表示装置を説明するための平面図である。図２０は、説明の便宜上、画素電極パ
ターンのみを抜き出した平面図を示しており、アクティブマトリクス基板を構成する他の
要件（ソース配線、ゲート配線、導通部分など）は、省略している。図２１および図２２
は、いずれも、図２０に示す液晶表示装置の断面図である。このうち図２１は、図２０の
Ｂ－Ｂ’（行間領域）に対応する断面を、図２２は、図２０のＣ－Ｃ’（列間領域）に対
応する断面を、それぞれ、示している。
【０１７０】
　図２０に示すとおり、本実施形態のカラーフィルタ基板は、列間領域には、ソース配線
（不図示）に対向する位置に合計３つの開口部１８１を備えた遮光列が、行間領域には、
ゲート配線（不図示）に対応する位置に２つの開口部１８２を備えた遮光行が、それぞれ
、形成されている。遮光列に形成された３つの開口部１８１のうち２つは、導通部分１１
０（不図示）に対向する位置に形成されている。
【０１７１】
　本実施形態において、列間領域に形成された列間重畳領域と列間非重畳領域との関係は
、実施形態１の図６（ａ）から（ｃ）に示したとおりであり、行間領域に形成された行間
重畳領域と行間非重畳領域との関係は、実施形態３の図１９（ａ）から（ｃ）に示したと
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おりである。これらの詳細は、各実施形態で詳述しているので説明を省略する。
【０１７２】
　本実施形態では、遮光列に形成された第１凹部と第２凹部とが連結して合計３つの開口
部を形成し、遮光行に形成された第３凹部と第４凹部とが連結して合計２つの開口部を形
成しているが、これに限定されず、第１凹部と第２凹部、第３凹部と第４凹部とが、それ
ぞれ、連結していない実施形態も包含される。
【０１７３】
　また、本実施形態では、遮光列に形成された第１凹部と第２凹部、遮光行に形成された
第３凹部と第４凹部とが、それぞれ、対向するように配置されているが、必ずしもこのよ
うな配置に限定される必要はなく、行方向または列方向に連続するように配置されていれ
ばよい。従って、例えば、第１凹部と第２凹部、第３凹部と第４凹部とが斜め方向に配置
されていてもよい。
【０１７４】
　図２３に、実施形態４の改変例を示す。図２３（ａ）は、実施形態４の改変例のカラー
フィルタ基板を用いて構成され、画素に対応して配置された液晶表示装置の平面図であり
、（ｂ）は、透明画素電極と、遮光列との位置関係を説明するための平面図である。図２
３では、列間領域に設けられた３つの開口部の１つが、ゲート配線に平行な補助容量配線
と、ソース配線との両方に対向するように形成されている点で、図２０に示す実施形態と
相違している。このように補助容量配線にも対向するように開口部を形成することにより
、図２７に示した行方向のアライメントずれを防止するという効果も得られる。これらの
詳細は、実施形態１および３に詳述したとおりである。
【０１７５】
　さらに、本実施形態は、列間非重畳領域および行間非重畳領域の両方に、少なくとも１
つの凹部を備えた第１および第２カラーフィルタ部が配置されたカラーフィルタ基板を含
む。このうち列間非重畳領域に少なくとも１つの凹部を備えた第１および第２カラーフィ
ルタ部は実施形態２（図１１から図１５）において、行間非重畳領域は実施形態３で詳述
しており、説明を省略する。
【０１７６】
　（実施形態５）
　本発明によるカラーフィルタ基板の第５の実施形態は、列間非重畳領域には、少なくと
も１つの凹部を備えた遮光列と、少なくとも１つの凹部を備えた第１カラーフィルタ部と
が形成されており、且つ、行間非重畳領域には、少なくとも１つの凹部を備えた遮光行が
配置されたカラーフィルタ基板に関している。
【０１７７】
　図２４は、本実施形態のカラーフィルタ基板を用いて構成され、画素に対応して配置さ
れた液晶表示装置を説明するための平面図である。図２４は、説明の便宜上、画素電極パ
ターンのみを抜き出した平面図を示しており、アクティブマトリクス基板を構成する他の
要件（ソース配線、補助容量配線、ゲート配線、導通部分など）は、省略している。図２
５および図２６は、いずれも、図２４に示す液晶表示装置の断面図である。このうち図２
５は、図２４のＢ－Ｂ’（行間領域）に対応する断面を、図２６は、図２４のＣ－Ｃ’（
列間領域）に対応する断面を、それぞれ、示している。図２５に示すように、図２４のＢ
－Ｂ’に対応する部分にはカラーフィルタは形成されていない。
【０１７８】
　図２４に示すように、列間領域には、ソース配線（不図示）に対向する位置に、３つの
開口部１８１が形成されている。開口部１８１のそれぞれは、遮光列に形成された第１凹
部と第２凹部とが連結して形成された開口部と、第１カラーフィルタ部に形成された第１
凹部とが、互いに重なって形成されている。３つの開口部１８１のうち、２つの開口部１
８１は、いずれも、導通部分１１０（不図示）に対向する位置に形成されており、１つの
開口部１８１は、ゲート配線（不図示）に平行な補助容量配線（不図示）と、ソース配線
（不図示）との両方に対向するように形成されている。一方、行間領域には、ゲート配線
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（不図示）に対向する位置に、２つの開口部１８２が形成されている。開口部１８２のそ
れぞれは、遮光行に形成された第１凹部と第２凹部とが連結して形成されている。図２４
に示すような構成とすることにより、より広い液晶材料の通り道が提供されるため、残留
気泡の発生をさらに有効に防止することができる。
【０１７９】
　本実施形態における列間非重畳領域の詳細は、実施形態１および２に詳述したとおりで
あり、行間非重畳領域の詳細は、実施形態３のなかで例示したとおりである。
【０１８０】
　さらに、本実施形態には、列間非重畳領域および行間非重畳領域の両方に、遮光列もい
ずれのカラーフィルタ列も全く存在しない開口部が形成された態様も含まれる。このよう
な構成により、残留気泡の発生を更に一層有効に抑制することができる。
【０１８１】
　次に、本発明による液晶表示装置の製造方法を説明する。
【０１８２】
　本発明に用いられるアクティブマトリクス基板は、例えば、以下のようにして製造する
ことができる。
【０１８３】
　まず、透明性絶縁基板１０の上に，走査信号用配線（ゲート配線）１および補助容量配
線２を形成する。これらの配線は、スパッタリング法などの公知の方法によってＴｉ／Ａ
ｌ／Ｔｉの積層膜を堆積した後、フォトリソグラフィー法によってレジストパターンを形
成し、塩素系ガスなどのエッチングガスを用いてドライエッチングし、レジストを剥離す
ることによって同時に形成する。次いで、窒化シリコン(ＳｉＮｘ)などから構成されるゲ
ート絶縁膜、アモルファスシリコンなどから構成される活性半導体層、リンなどをドープ
したアモルファスシリコンなどから構成される低抵抗半導体層をＣＶＤ法によって成膜し
た後、データ信号用配線（ソース配線）４、ドレイン引き出し配線５、および補助容量形
成用電極６を形成する。これらの配線および電極は、スパッタリング法などの公知の方法
によってＡｌ／Ｔｉなどの金属を堆積した後、フォトリソグラフィー法によってレジスト
パターンを形成し、塩素系ガスなどのエッチングガスを用いてドライエッチングし、レジ
ストを剥離することによって同時に形成する。なお、補助容量は、補助容量配線２と補助
容量形成電極６との間に、厚さが約４００ｎｍのゲート絶縁膜を介して形成する。次いで
、ソース／ドレイン分離のため、塩素ガスなどを用いて低抵抗半導体層をドライエッチン
グし、ＴＦＴ素子などのアクティブ素子３を形成する。次に、アクリル系感光性樹脂など
から構成される約３μｍの層間絶縁膜７をスピンコート法によって塗布し、ドレイン引き
出し配線５と透明画素電極９とを電気的にコンタクトするためのコンタクトホール８をフ
ォトリソグラフィー法によって形成する。さらに、透明画素電極９および配向膜（図示せ
ず）を順次、形成する。
【０１８４】
　前述した実施形態の表示装置は、いずれも、ＭＶＡ型液晶表示装置であり、ＩＴＯなど
から構成される透明画素電極９に複数のスリット１１が形成されている。具体的には、ス
パッタリング法などの公知の方法によってゲート電極用金属膜を堆積した後、フォトリソ
グラフィー法によってレジストパターンを形成し、塩化第二鉄などのエッチング液を用い
てエッチングすることにより、図３（ａ）などに示すスリット１１を設ける。以上の工程
により、本実施形態に用いられるアクティブマトリクス基板が得られる。
【０１８５】
　なお、図３（ａ）のように複数のスリット１１を形成した場合、前述したように、スリ
ット１１の延設方向（長辺方向）に交差する辺（短辺）に対応する電気的接続部分１２ａ
、１２ｂ、１２ｃ、１２ｄ、１２ｅ、１２ｆには、液晶分子の配向が乱れて配向異常が生
じやすい。さらに、これら電気的接続部分のうちゲート配線１上に配置する電気的接続部
分１２ａ～１２ｄでは、液晶材料中に含まれる不純物イオンが集まりやすいため、表示ム
ラが発生しやすい。この理由は、ゲート配線に供給される電圧に関し、ＴＦＴ素子をオン
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状態に動作させるために供給されるプラス電圧を印加する時間は、通常μ秒オーダーであ
るのに対し、ＴＦＴ素子をオフ状態に動作させるために供給されるマイナス電圧を印加す
る時間は、通常ｍ秒オーダーであり、マイナス電圧を印加する時間の方が長いため、電気
的接続部分１２ａ～１２ｄをゲート配線１上に配置すると、ゲートマイナスＤＣ成分によ
り、液晶材料中に含まれる不純物イオンが集まりやすくなるためである。従って、電気的
接続部分１２ａ～１２ｄは、基板の法線方向からみたときに、ゲート配線１と平面的に重
ならない領域に配置することが好ましく、さらに、電気的接続部分を遮光層で隠すことが
好ましい。
【０１８６】
　なお、残りの電気的接続部分１２ｅおよび１２ｆで生じる配向異常は、これらを補助容
量配線２上に配置することによって隠すことが可能である。この理由は、補助容量配線２
は、カラーフィルタ基板に設けられる対向電極と同電位であり、透明画素電極９は、対向
電極電位に対してプラス電位とマイナス電位が画素への書き込みごとに反転する（ＡＣ駆
動）ため、液晶材料中の不純物イオンが補助容量配線上に集まる恐れはないからである。
従って、補助容量配線に対応する位置に遮光層を設ける必要はない。その結果、従来より
も開口部を広くとることができ、開口率の高い液晶表示装置が得られる。
【０１８７】
　ところで、特開平１０-３３３１７０号公報には、ＭＶＡ型表示装置などにおいて、画
素電極または対向電極に形成された開口部に対応する位置に、補助容量を形成するための
維持電極を形成することによって光漏れを防止する液晶表示装置が開示されている。しか
しながら、上記公報の段落[００５９]にも指摘されているように、画素電極側に設けた開
口部に対応する位置に維持電極を形成し、画素電極スリット全体を隠そうとすると、画素
電極と対向電極との間に形成される「フリンジフィールド」（液晶分子をプレチルトさせ
るための斜め電界）が、維持電極などに印加される電圧の影響を受けるという問題がある
。この問題を解決するために、上記公報では、画素電極と維持電極との間に有機絶縁膜の
保護層を３μｍ以上と厚く形成する方法を提案している。しかしながら、容量は電極面積
／膜厚の比で表されることから、充分な補助容量を確保するためには、補助容量を形成す
る電極面積、すなわち、電極スリットの存在しない画素電極と維持電極との平面的な重な
りを大きくしなければならず、開口率の低下を招いてしまう。従って、前述の方法では、
光漏れによるコントラスト比の低下よりも、開口率の低下に伴う輝度低下によるコントラ
スト低下の方が顕著に見られると思料され、実用的でない。また、上記公報に記載の構成
を採用した場合でも、画素電極スリットの端部近傍で配向異常が見られ、これによる表示
品位低下が顕著に生じることから、遮光しておくことが好ましい。
【０１８８】
　本発明のカラーフィルタ基板は、例えば、以下のようにして作製することができる。
【０１８９】
　カラーフィルタ層および遮光層の材料としては、典型的には、ネガ型の着色樹脂が用い
られる。例えば、赤色カラーフィルタ層は、赤色顔料を分散させたネガ型のアクリル系感
光性樹脂などによって得られる。基板への付与は、スピンコートなどの塗布方法やドライ
フィルム法などを適用すれば良い。
【０１９０】
　まず、遮光層を形成する。例えば、カーボン微粒子を分散させたネガ型のアクリル系感
光性樹脂を用いて絶縁性透明基板上に黒色感光性樹脂層を形成する。次いで、フォトマス
クを介して黒色感光性樹脂層を露光した後、現像して遮光層を形成すれば良い。
【０１９１】
　例えば、行間非重畳領域に、少なくとも１つの凹部を有する遮光行が行方向に連続して
配置している実施形態の場合、前述したとおり、遮光行は、ゲート配線に対向する位置に
設けることが好ましく、補助容量配線に対向する位置に設ける必要はない。具体的には、
例えば、図３（ａ）に示す電気的接続部分１２ａ、１２ｂ、１２ｃ、１２ｄに生じる配向
異常領域を遮光するため、遮光層を島状に形成することが好ましい。また、ＴＦＴ素子な



(30) JP 4230425 B2 2009.2.25

10

20

30

40

50

どのアクティブ素子３に外光が入射することにより、光励起されるオフ電流の増加を防止
する目的で、アクティブ素子３に遮光層を設けておくことが好ましい。
【０１９２】
　さらに、本発明のカラーフィルタ基板によれば、画素とゲート配線との間に３μｍ程度
の層間絶縁膜を設けることにより、ゲート配線に対応する位置に遮光行を設ける必要もな
くなる。従来のカラーフィルタ基板では、図７（ａ）に示すとおり、ゲート配線に対向す
る位置、および画素とゲート配線との間に遮光層を設けることが必要であったが、層間絶
縁膜の形成によって層間絶縁膜とゲート配線とが重なる領域が生じ、ゲート配線と透明画
素電極との間に発生する容量を充分下げることができるため、光の漏れを防止できる。従
って、本実施形態によれば、列間非重畳領域にのみ少なくとも１つの凹部を有する遮光列
を設けるだけでよいため、従来よりも開口率の高い液晶表示装置を得ることができる。
【０１９３】
　次に、例えば赤色着色層を形成する。例えば、赤色顔料を分散させたネガ型のアクリル
系感光性樹脂を用いて赤色感光性樹脂層を形成する。次いで、フォトマスクを介して赤色
感光性樹脂層を露光した後、現像し、赤色層を形成する。
【０１９４】
　同様にして、例えば緑色層および青色層を順次、形成し、カラーフィルタ層を得る。
【０１９５】
　次いで、ＩＴＯなどから構成される透明画素電極９をスパッタリング法などによって形
成する。その後、例えばポジ型のフェノールノボラック系感光性樹脂を用い、フォトリソ
グラフィプロセスで所定の配向制御用突起２２を得る。以上の方法により、本実施形態の
カラーフィルタ基板が形成される。
【０１９６】
　本発明の実施形態に用いられる遮光層および第１～第３のカラーフィルタ層の膜厚は適
宜、適切に選択し得るが、本実施形態の液晶表示装置では、それぞれ、１．６μｍ、１．
８μｍとしている。
【０１９７】
　以上の説明では、赤、緑、青からなる３色のカラーフィルタを用いてカラーフィルタ基
板を例示したが、カラーフィルタの種類はこれに限定されず、赤、緑、青、白からなる４
色のカラーフィルタを用いてもよい。さらに、３色または４色のカラーフィルタに加えて
、シアン、マゼンダおよびイエローの少なくとも一種のカラーフィルタを用いることもで
きる。特に、赤、緑、青、シアン、マゼンダおよびイエローからなる６色のカラーフィル
タを有するカラーフィルタ基板にも適用できる。上記６色のカラーフィルタを用いれば、
３色のカラーフィルタを用いたカラーフィルタ基板に比べて自然な中間色を表示装置でき
るという効果がある。
【０１９８】
　次に、このようにして作製されたアクティブマトリクス基板とカラーフィルタ基板とを
用い、液晶表示パネル（液晶表示装置）を製造する方法について説明する。前述したとお
り、本発明のカラーフィルタ基板は、滴下法における残留気泡の発生を有効に防止し得る
構造を有しているため、注入法よりも生産効率などの点で有用な滴下法を特に改変するこ
となく、良好な表示品位の液晶パネルを製造することができる。
【０１９９】
　なお、残留気泡は、カラーフィルタ等から発生するガス（吸着水など）に起因しても発
生することがある。ガスの発生に起因する残留気泡の発生を防止するために、本実施形態
では、滴下法を実施する前に、カラーフィルタ基板およびアクティブマトリクス基板（Ｔ
ＦＴ基板）に付着した水分（吸着水）などを除去するための脱ガス処理を行う。具体的に
は、以下のような脱ガス処理を行う。
【０２００】
　まず、アクティブマトリクス基板およびカラーフィルタ基板に焼成処理（例えば２１０
℃で６０分間の加熱処理）を施す（第１回の脱ガス処理）。
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【０２０１】
　その後、これらの基板を洗浄した後、配向膜を塗布し、焼成（例えば２００℃で４０分
間の加熱処理）することによって、配向膜を形成する。
【０２０２】
　得られた配向膜を洗浄した後、焼成処理（例えば２００℃で３０分間の加熱処理）を施
す（２回目の脱ガス処理）。
【０２０３】
　このように、配向膜を形成する前に１回、配向膜を形成した後にさらに１回、合計２回
の脱ガス処理を行うことによって、吸着水などに起因する残留気泡の発生を効果的に防止
することができる。
【０２０４】
   なお、前述した特許文献４に記載の製造方法では、配向膜を形成した後は脱ガス処理
をすることなく、液晶材料を滴下しているが、これでは脱ガスが十分でないことがある。
また、特許文献４の製造方法においては、カラーフィルタ基板に対してのみ脱ガス処理を
行っているが、例えばアクティブマトリクス基板が樹脂材料で形成された層間絶縁膜を備
える場合には、層間絶縁膜からのガス発生も無視できないことがあり、上述したように、
アクティブマトリクス基板に対しても２回の脱ガス処理を行うことが好ましい。
【０２０５】
　得られたカラーフィルタ基板およびアクティブマトリクス基板を用いて、公知の滴下法
を採用して液晶パネルを製造する。このとき、２回目の脱ガス処理をした後、液晶材料の
滴下までの時間を管理することが好ましい。脱ガス処理からあまり長時間が経過すると、
空気中の水分が吸着し、残留気泡を発生することがある。脱ガス処理から液晶材料の滴下
までの時間は、実験によると、例えば相対湿度６０％、雰囲気温度２３℃の条件下で、約
６０分以内とすることが好ましい。
【０２０６】
　例えば、滴下法を用いて以下のようにしてパネルサイズが２０型ＶＧＡ液晶パネルを製
造できる。
【０２０７】
　まず、例えばカラーフィルタ基板の同色部にＵＶ硬化樹脂からなるシール材を付与し、
シール部を形成する。シール材で包囲された領域内に液晶材料を規則的に滴下する。この
とき、液晶セルの厚さを例えば３．７μｍとすると、これに相当する量の液晶材料を滴下
する。
【０２０８】
　具体的には、１滴あたりの液晶量を１．３１７ｍｇとし、総滴下点数３００点、総液晶
滴下量３９５．０４６ｍｇとなるように滴下する。次いで、カラーフィルタ基板とアクテ
ィブマトリクス基板とを貼合せ、装置内の雰囲気が１Ｐａとなるまで減圧した後、当該減
圧下にて基板を貼合せる。その後、雰囲気を大気圧に戻すとシール部が押し潰され、所望
とするシール部のギャップが得られる。次に、ＵＶ硬化装置を用いて２０００ｍＪの硬化
条件でＵＶ照射し、シール部の仮硬化を行った後、１３０℃で７０分間焼成してシール部
を最終硬化させる。本実施形態のカラーフィルタ基板は上述したような構成を有している
ので、シール部の内側全体に液晶材料が行き渡り、気泡が発生することなく液晶材料が充
填されるようになる。焼成終了後、液晶パネル単位に分断し、所定の液晶パネルが得られ
る。
【０２０９】
　このようにして得られた液晶パネルに対し、必要に応じて駆動回路などを接続すること
によって所望の液晶表示装置が得られる。
【０２１０】
　以上のようにして作製された液晶表示装置は、滴下された液晶材料が液晶セル内に充分
行き渡るため、残留気泡が発生することもなく、しかも、配向異常による表示品位の低下
も見られず、良好な表示品位が得られる。
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【０２１１】
　上述した実施形態は、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を用いたアクティブマトリクス型液
晶表示装置に関しているが、本発明はこれに限定されず、ＭＩＭを用いたアクティブマト
リクス型液晶表示装置や単純マトリクス型液晶表示装置に適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【０２１２】
　本発明のカラーフィルタ基板は、透過型、反射型、透過反射両用型（半透過型）などの
様々な液晶表示装置に適用することができる。また、ストライプ配列のカラーフィルタ基
板に限定されず、ストライプ配列以外の配列（例えばデルタ配列）にも適用できる。さら
に、液晶表示装置の表示モードも限定されず、ＴＮ型をはじめ、ＭＶＡやＩＰＳなどの種
々の表示モードに適用できる。さらに、アクティブマトリクス型液晶表示装置の他、液晶
層以外の表示媒体層、例えば電気泳動層などを有する他のタイプの表示装置を含む種々の
カラー表示装置に用いることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０２１３】
【図１】一般的なアクティブマトリクス型液晶表示装置の断面図である。
【図２】実施形態１のカラーフィルタ基板を説明するための図である。
【図３】（ａ）は、実施形態１のカラーフィルタ基板を用いて構成され、画素に対応して
配置された液晶表示装置の平面図、（ｂ）は、透明画素電極のスリットパターンと、遮光
層との位置関係を説明するための平面図であり、（ｃ）は、ソース配線の拡大図である。
【図４】図３（ａ）のＣ－Ｃ’に対応する断面図である。
【図５】図３（ａ）のＢ－Ｂ’に対応する断面図である。
【図６】（ａ）は、図２のカラーフィルタ基板の一部拡大図であり、（ｂ）は、（ａ）の
カラーフィルタ基板のＤ－Ｄ’に対応する断面図、（ｃ）は、（ａ）のカラーフィルタ基
板のＥ－Ｅ’に対応する断面図である。
【図７】（ａ）は、従来のカラーフィルタ基板を用いて構成され、画素に対応して配置さ
れた液晶表示装置の平面図であり、（ｂ）は、透明画素電極と、遮光列との位置関係を説
明するための平面図である。
【図８】図７（ａ）のＣ－Ｃ’に対応する断面図である。
【図９】図７（ａ）のＢ－Ｂ’に対応する断面図である。
【図１０Ａ】（ａ）は、実施形態１の改変例のカラーフィルタ基板を説明するための図で
あり、（ｂ）は、（ａ）のカラーフィルタ基板のＤ－Ｄ’に対応する断面図、（ｃ）は、
（ａ）のカラーフィルタ基板のＥ－Ｅ’に対応する断面図である。
【図１０Ｂ】（ａ）は、実施形態１の他の改変例のカラーフィルタ基板を説明するための
図であり、（ｂ）は、（ａ）のカラーフィルタ基板のＤ－Ｄ’に対応する断面図、（ｃ）
は、（ａ）のカラーフィルタ基板のＥ－Ｅ’に対応する断面図である。
【図１０Ｃ】（ａ）は、他のカラーフィルタ基板を説明するための図であり、（ｂ）は、
（ａ）のカラーフィルタ基板のＤ－Ｄ’に対応する断面図、（ｃ）は、（ａ）のカラーフ
ィルタ基板のＥ－Ｅ’に対応する断面図である。
【図１１】実施形態２のカラーフィルタ基板を説明するための図である。
【図１２】実施形態２のカラーフィルタ基板を用いて構成され、画素に対応して配置され
た液晶表示装置の平面図である。
【図１３】図１２のＢ－Ｂ’に対応する断面図である。
【図１４】図１２のＣ－Ｃ’に対応する断面図である。
【図１５】（ａ）は、図１２のカラーフィルタ基板の一部拡大図であり、（ｂ）は、（ａ
）のカラーフィルタ基板のＤ－Ｄ’に対応する断面図、（ｃ）は、（ａ）のカラーフィル
タ基板のＥ－Ｅ’に対応する断面図である。
【図１６】（ａ）は、実施形態２の改変例のカラーフィルタ基板の一部拡大図であり、（
ｂ）は、（ａ）のカラーフィルタ基板のＤ－Ｄ’に対応する断面図、（ｃ）は、（ａ）の
カラーフィルタ基板のＥ－Ｅ’に対応する断面図である。
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【図１７】実施形態３のカラーフィルタ基板の平面図である。
【図１８】実施形態３のカラーフィルタ基板を用いて構成され、画素に対応して配置され
た液晶表示装置の平面図である。
【図１９】（ａ）は、図１８のカラーフィルタ基板の一部拡大図であり、（ｂ）は、（ａ
）のカラーフィルタ基板のＤ－Ｄ’に対応する断面図、（ｃ）は、（ａ）のカラーフィル
タ基板のＥ－Ｅ’に対応する断面図である。
【図２０】実施形態４のカラーフィルタ基板を用いて構成され、画素に対応して配置され
た液晶表示装置の平面図である。
【図２１】図２０のＢ－Ｂ’に対応する断面図である。
【図２２】図２０のＣ－Ｃ’に対応する断面図である。
【図２３】（ａ）は、実施形態４の改変例のカラーフィルタ基板を用いて構成され、画素
に対応して配置された液晶表示装置の平面図であり、（ｂ）は、透明画素電極と、遮光列
との位置関係を説明するための図である。
【図２４】実施形態５のカラーフィルタ基板を用いて構成され、画素に対応して配置され
た液晶表示装置を説明するための平面図である。
【図２５】図２４のＢ－Ｂ’に対応する断面図である。
【図２６】図２４のＣ－Ｃ’に対応する断面図である。
【図２７】図３の液晶表示装置を作製する際、行方向にアライメントずれが生じたときの
図３のＡ－Ａ’に対応する断面図である。
【符号の説明】
【０２１４】
　１　走査信号用配線（ゲート配線）
　２　補助容量配線
　３　ＴＦＴ素子などのアクティブ素子
　４　データ信号用配線（ソース配線）
　５　ドレイン引き出し配線
　６　補助容量形成用電極
　７　層間絶縁膜
　８　コンタクトホール
　９　透明画素電極
　１０　透明絶縁性基板
　１１　画素電極スリット
　１２ａ、１２ｂ、１２ｃ、１２ｄ、１２ｅ、１２ｆ、１２ｇ　電気的接続部分
　２０　カラーフィルター基板
　２１　着色層
　２２　配向制御用の突起
　３０　アクティブマトリクス基板
　５０　ゲート絶縁膜
　６０　第１カラーフィルタ列
　６１　第１カラーフィルタ列の第１辺
　６２　第１カラーフィルタ列の第２辺
　６３　第１カラーフィルタ列の第３辺
　６４　第１カラーフィルタ列の第４辺
　６５　第１カラーフィルタ列に形成された第１カラーフィルタ部
　６６　第１カラーフィルタ部の第３辺
　６７　第１カラーフィルタ列の第４辺
　６８　第１カラーフィルタ列に形成された第２カラーフィルタ部
　６９　第１カラーフィルタ列に形成された第１凹部
　７０　遮光列
　７１　遮光列の第１辺
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　７２　遮光列の第２辺
　７３　遮光列に形成された開口部
　７６　遮光列に形成された第１凹部
　７７　遮光列に形成された第１凹部
　７８　遮光列と、第１または第２カラーフィルタ部との両方に形成された開口部
　８０　第２カラーフィルタ列
　８１　第２カラーフィルタ列の第１辺
　８２　第２カラーフィルタ列の第２辺
　８５　第２カラーフィルタ列に形成された第１カラーフィルタ部
　８６　第２カラーフィルタ列に形成された第２カラーフィルタ部
　８９　第２カラーフィルタ列に形成された第１凹部
　９０　遮光行
　９３　遮光行の第３辺
　９４　遮光行の第４辺
　９５　カラーフィルタ層
　９６　遮光行に形成された開口部
　１００　液晶表示装置
　１１０　導通部分
　１２０　列間領域
　１２１　第１カラーフィルタ列とブラックマトリクスとが互いに重なる重畳領域
　１２２　遮光列のみ存在する非重畳領域
　１２３　第２カラーフィルタ列とブラックマトリクスとが互いに重なる重畳領域
　１２４　第１カラーフィルタ列のみ存在する非重畳領域
　１２５　遮光列も第１および第２カラーフィルタ列のいずれの領域も存在しない非重畳
領域
　１２６　第２カラーフィルタ列のみ存在する非重畳領域
　１２７　第１カラーフィルタ列と第２カラーフィルタ列と第３カラーフィルター列とが
　　　　　互いに重なる重畳領域
　１２８　第１カラーフィルタ列と第２カラーフィルタ列とが互いに重なる重畳領域
　１３０　行間領域
　１４０　ブラックマトリクス
　１６２　緑カラーフィルタ列と赤カラーフィルタ列とが互いに重なる重畳領域
　１６３　緑カラーフィルタ列と赤カラーフィルタ列と青カラーフィルタ列とが
　　　　　互いに重なる重畳領域
　１６４　赤カラーフィルタ列と青カラーフィルタ列とが互いに重なる重畳領域
　１６５　赤カラーフィルタ列のみ存在する非重畳領域
　１８１　遮光列に形成された開口部
　１８２　遮光行に形成された開口部
　Ｒ　　　赤カラーフィルタ列
　Ｒ１　　赤カラーフィルタ列の第１辺
　Ｒ２　　赤カラーフィルタ列の第２辺
　Ｇ　　　緑カラーフィルタ列
　Ｇ２　　緑カラーフィルタ列の第２辺
　Ｂ　　　青カラーフィルタ列
　Ｂ１　　青カラーフィルタ列の第１辺
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的遮光柱70。在与列方向上彼此相邻的像素之间的间隙对应的区域中，形成遮光柱70和第一或第二滤色镜列60或80彼此重叠的列
间重叠区域121,123，并且同时，形成柱间非重叠区域124,125,126，其中遮光柱70以及第一和第二滤色器列60和80两者不相互重
叠，其中柱间非重叠区域124,125,126布置成在相互邻近的像素之间的间隙的列方向上连续。 Ž
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